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平成２９年第１回鹿追町議会定例会会議録 
 

１ 議事日程第 １号 

日時 平成２９年 ３月 ７日（火曜日） 午前１０時００分 開 議 

  場所 鹿追町議会議場 

日程 １         会議録署名議員の指名 

日程 ２         会期の決定について 

日程 ３         諸般の報告 

日程 ４         行政報告 

日程 ５         町政執行方針 

日程 ６         教育行政執行方針 

日程 ７ 議案第  ２号 鹿追町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程 ８ 議案第  ３号 鹿追町行政手続における特定個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

日程 ９ 議案第  ４号 鹿追町町税条例等の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

日程１０ 議案第  ５号 鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程１１ 議案第  ６号 鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程１２ 議案第  ７号 鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程１３ 議案第  ８号 鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程１４ 議案第  ９号 鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例の制定

について 

    日程１５ 議案第 １０号 平成２８年度鹿追町一般会計補正予算（第１２号）
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について 

    日程１６ 議案第 １１号 平成２８年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について 

    日程１７ 議案第 １２号 平成２８年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正

予算（第１号）について 

    日程１８ 議案第 １３号 平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算（第

６号）について 

    日程１９ 議案第 １４号 平成２８年度鹿追町下水道特別会計補正予算（第５

号）について 

    日程２０ 議案第 １５号 平成２８年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程２１ 議案第 １６号 平成２８年度鹿追町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）について 

日程２２ 議案第 １７号 平成２９年度鹿追町一般会計予算について 

日程２３ 議案第  １８号  平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算につ 

いて 

日程２４ 議案第 １９号 平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算

について 

日程２５ 議案第 ２０号 平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計予算について 

    日程２６ 議案第 ２１号 平成２９年度鹿追町下水道特別会計予算について 

    日程２７ 議案第 ２２号 平成２９年度鹿追町介護保険特別会計予算について 

    日程２８ 議案第 ２３号 平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて 

    日程２９ 議案第 ２４号 上幌内辺地に係る総合整備計画の変更について 

    日程３０ 議案第 ２５号 公の施設の指定管理者の指定について 

    日程３１ 議案第 ２６号 東京都台東区と北海道鹿追町との特定分野における

連携に関する協定について 

 

２ 本日の会議に付した事件 

  議事日程のとおり 
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３ 出席議員（１１名） 

１番 山口 優子議員   ２番 武藤 敦則議員   ３番 畑  久雄議員 

４番 台蔵 征一議員   ５番 加納  茂議員   ６番 上嶋 和志議員 

７番 川染  洋議員   ８番 狩野 正雄議員   ９番 吉田  稔議員 

１０番  安藤 幹夫議員    １１番 埴渕 賢治議員 

 

４ 欠席議員（なし） 

 

５ 本会議に説明のため出席したもの 

町      長      田 弘 志 

 農業委員会会長        櫻 井 公 彦 

教育委員会教育長     大 井 和 行 

代 表 監 査 委 員     野 村 英 雄 

  

６ 町長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  副 町 長             松 本 新 吾 

  総 務 課 長             喜 井 知 己 

  企 画 財 政 課 長     渡 辺 利 信 

  町 民 課 長     島    か お る 

農 業 振 興 課 長     菅 原 義 正 

建 設 水 道 課 長     津 田 祐 治 

  商 工 観 光 課 長     西 科 伸 之 

  兼ジオパーク推進室長 

  福 祉 課 長     佐々木 康 人 

  瓜 幕 支 所 長     檜 山 敏 行 

  病 院 事 務 長     菊 池 光 浩 

    子育てスマイル課長     浅 野 富 夫 

  消 防 署 長     内 海 卓 実 

  会 計 管 理 者             松 井 裕 二 

 総務課総務係長     武 者 正 人 
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   企画財政課財政係長     佐 藤 裕 之 

 

７ 教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  学 校 教 育 課 長     大 前 健 也 

  社 会 教 育 課 長     浅 野 悦 伸 

     

８ 農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  事 務 局 長     櫻 庭   力 

 

９ 議会事務局職員出席者 

  事 務 局 長     黒 井 敦 志 

  書      記     坂 井 克 巳 
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平成２９年 ３月 ７日（火曜日）午前１０時００分 開議 

○議長（埴渕賢治） 

 ただ今から平成２９年第１回鹿追町議会定例会を開会します。  

 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。 

     日程１      会議録署名議員の指名 

○議長（埴渕賢治） 

 日程１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定によって３番、畑久雄議員、４番、台蔵征一議員を指名します。 

     日程２      会期の決定について 

○議長（埴渕賢治） 

 日程２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会は、本日から３月２４日までの１８日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本定例会は、本日から３月２４日までの１８日間とすることに決

定しました。 

     日程３      諸般の報告 

○議長（埴渕賢治） 

 日程３、諸般の報告を行います。議長としての報告事項は、印刷をしてお手元に配布の

とおりであります。内容をご覧の上、ご了承願います。次に監査委員から平成２８年１１

月分、１２月分、平成２９年１月分の出納検査報告書が提出されました。この写しをお手

元に配布してありますのでご参照ください。これで諸般の報告を終わります。 

 日程４      行政報告 

○議長（埴渕賢治） 

 日程４、行政報告を行います。田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 平成２９年第１回の鹿追町議会定例会が開催をされるにあたりまして、行政の諸般につ

いてご報告を申し上げます。２月１日から２月の１０日まで町内における懸案事項の説明

会を実施をしています。１２カ所にわたって実施をいたしました。若干、今年は参加が前
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年度よりも多かったわけでありますけれども、主な内容としては２９年度の予算等々の主

だったものについて若干触れさせていただきながら、昨年度の台風の対応等々についてお

話をさせていただきました。またエキノコックス助成の関係、こうした対策等々について

も非常に効果があったということについてお話をしたわけでありますけれども、農村地域

については非常にこの件については関心が高く、さらに今後、的確な対応を望むという声

が寄せられたところであります。２月の３日、十勝地域づくり連携会議ブロック別会議が

本町を会場に実施をされたわけでありますが、十勝振興局長、そして帯広開発建設部の部

長他９名のスタッフがお出でいただきまして、士幌、上士幌、鹿追、新得、清水、芽室等々

が集まって協議をしたところでありますけれども、地域づくりのビジョン、それから２８

年の台風の状況、それからエネルギー政策について、あるいは公共施設マネジメント等々

についての意見交換が実施をされたところであります。２月の４日、ストニィプレイン町

の滞在者、ジェシー・ランブライトさんがお出でいただきまして、これについては２８日

間、本町に滞在をいただいたところでありますけれども、次々とですね本町が掲げている

海外からの移住、短期移住ということでの来町ということで、氏は既に帰国をしておりま

すけれども、昨日、新たな方がお出でをいただいているところでございます。２月の４日、

とかち鹿追ジオパーク学会２０１７ということで実施をされておりますけれども、これに

は道内各地から１１２名の方が出席をいただいて、それぞれ講演をいただいたところであ

りますけれども、帯広畜産大学、それから北海道大学、福山市立大学等々の教授がお出で

をいただきまして、この大雪山国立公園に広がる自然環境、文化的な価値等々についての

講演をいただいたところであります。この事業については環境省の支援を受けて、共催と

いうことで実施をさせていただきました。２月６日、農村活性化シンポジウムということ

で人口減少化における活力ある農村地域づくりということで札幌市で開催されているわけ

でありますけれども、これについては北海道が主催をしての事業であります。真狩村、天

塩町等々が事例報告をした後にですね、元東大教授の生源寺氏が講演をし、さらにその後、

シンポジウム等々が実施をされたところでありますけれども、私もパネラーの一人として

これに参加をさせていただきました。内容としては農業経営の多角化、高度化について、

あるいは担い手確保の問題、人材育成について、また都市と農村の交流等々についてをテ

ーマとして話し合われたところであります。２月８日、農業推進方策懇話会ということで、

これはＪＡ鹿追の会議室で実施をされたわけでありますが、議員の皆さん方も参加をいた

だきまして５０名の参加のもとに２９年の農業、昨年の反省にたってのさらなる農業の進
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展に向けてのさまざまな意見が出されたところでありますけれども、やはり労働力の不足

ということが顕著な意見として非常に強かったというふうに考えておりますし、また拡大

志向の中でやはりゆとりということについても農業としての今後の課題というようなご意

見も出されたというふうに思っております。２月の１３日、第５回のメイヤーズフォーラ

ムということ、これは新しいまちづくりということでの、これは知事の肝いりでのフォー

ラムのようでありますけれども、本町と当別町がモデル地域として決定をしていただきま

して、それぞれの町の首長がですね、これらについての事例を発表したということでござ

います。２月の１４日、第３７回全国スケート大会が実施をされておりまして、本町から

も５名の中学生諸君が参加をしております。予選を通ってですね、参加をしているわけで

ありますが、一番良かったのは大西遥、鹿追中学校３年でありますけれども、５００メー

トルで全国１２位であります。また同じく鹿追中学校の菅原広希、これ１年生であります

けれども３，０００メートルで全国１６位ということであります。あとはですね、決勝に

進めなかったという状況でございますけれども、まだまだこの菅原君については低学年で

ありますから、そういう意味では将来、非常に有望な選手が鹿追に育ちつつあるというこ

とがいえるのではないかというふうに思っております。２月１６日、農業農村の振興施策

に関する意見交換会ということで、これは農林水産省の主催で札幌市で開催をされたわけ

でありますけれども、農地再編等々の関係で、私もここに呼ばれたわけでありますけれど

も、今後の基盤整備のあり方についていろいろお話をされたということでありますし、ま

た人口問題ということについても、過疎問題と農業ということでの話もあったわけであり

ますが、私の方からは特にやはり人口が減っていく中で農村のインフラ等々の整備あるい

はネット環境、ネットインフラですね、これもやはり光ケーブルが隅々まで敷設をされな

ければ、やはり今後のですね、農村への移住ということについては、若い人たちはそうい

う環境を重視をされている中で、ぜひともですね、国としては農業問題として、かつては

総務省がこれらの事業について推進、旗振り役をしておりましたけれども、むしろ農水が

そういう旗振りをすべきだというお話をさせていただきました。２月の１８日、１９日、

先ほど黙祷を奉げましたけれども、前町長、岡野友行氏の通夜、告別式が行われておりま

す。２月の２３日、鹿追駐屯地司令が今回、離任をされるということであいさつに見えて

おりますけれども、正式にはまだ辞令が出ていないわけでありますけれども、もう少し本

人としては鹿追で記念式をですね、終わらせて、それからという気持ちもあったようであ

りますけれども、請われて今回は転勤ということであります。今後ですね、送別会等々が
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順次計画をされているようでございますのでよろしくお願いを申し上げたいというふうに

思っております。２月の２３日、北海道水素地域づくりプラットフォーム平成２８年度と

いうことで帯広市の方で行われているわけでありますけれども、これには北海道大学の名

誉教授、佐伯氏、そしてさらに北海道大学のですね、近久氏、それから准教授の石井氏等々

の講演等々があって、その後ですね、鹿追の水素関係についてのお話を私が若干の時間を

いただいてやったわけでありますけれども、私の方からはなぜ水素と鹿追町が関係をする

のか、いわゆる家畜糞尿のバイオガス、メタンガスを使っての水素製造ということでの環

境省のテーマの選定、加えて農村地域での水素の活用と新しいエネルギーとしての今後の

展開、農村地区で行うべしという、そういう考えもあって本町にそうした事業が行われた

というお話をさせていただいたところであります。２月の２８日、今後で、もうすでに終

わりました。すみません。瓜幕駐在所の開所式が実施をされたところでございます。以上、

報告をさせていただきました。ありがとうございました。                                                                       

○議長（埴渕賢治） 

 これで行政報告を終わります。 

     日程５     町政執行方針 

○議長（埴渕賢治）  

 日程５、町政執行方針の説明を行います。田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 未曾有の大災害に見舞われた十勝、迅速な激甚指定のもと復旧作業が進む中、新しい年

度を迎えようとしている今日であります。世界的にも、国内的にも、想定外で先行きの不

透明な事柄が頻発をする中、地方自治体では人口減少や、事業予算が不足など諸問題が山

積し、住民ニーズも高まる一方であります。国や北海道は、地方創生を軸に地方の人口減

少を食い止めるとしておりますけれども、その止まる気配はないわけであります。こうし

た中、地方自治体は、今こそ自らの創造性と、あらゆる潜在資源を生かしたまちづくりを

推進し、可能な限りの政策を積極的に展開し、町民皆さまの期待に応えなければならない

と考えるものであります。限られた財源を駆使して、我らが郷土鹿追を輝く北の星として

２１世紀に羽ばたく町に、と考える者であります。ここに平成２９年度一般会計及び全特

別会計の提案をいたしますのでご審議賜りますようお願い申し上げる次第であります。 

 当初予算及び財政状況について申し上げます。予算の規模は、一般会計が６５億２，６

００万円で前年度比１７．８％、１４億１，３００万円の減となり、６特別会計を加えた
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全会計の総額が９３億１，０００万円で、同１２．９％、１３億８，０００万円余の減と

なりました。歳入では、国庫支出金が前年度比４７．７％増の３億８，４００万円を計上

しましたが、町営牧場育成舎等の大型事業終了に伴い、町債は同６８％減の４億３，２０

０万円、繰入金は同４４．３％減 の４億４，８００万円、諸収入は同３５．４％減 の４

億５，３００万円を見込んだところでございます。歳出では 、水槽付消防ポンプ車、小型

ロータリー除雪車、スクールバス、これら３台の車両更新費用として約１億円、こども園

実施設計で３，０００万円を計上いたしまいた。また、鹿追小学校のタブレットパソコン

導入により、町内の小中学校におけるＩＣＴを活用した教育環境が整備されたところであ

ります。また、昨年８月、各地に大きな爪痕を残した台風被害でありますけれども、然別

湖水産ふ化場をはじめ、まだ残されている災害復旧作業に引き続き取り組んでまいります。

本町の財政状況は、各種関係数値が示すとおり健全性を維持をしております。財政健全化

法に基づく平成２７年度の実質公債費比率は前年度比０．１ポイント増の７．６％、将来

負担率比率は同７．９ポイント減のマイナス１９．２％であります。経常収支比率につき

ましては、前年度０．２ポイント減の７７．３％で、全道平均と比較をいたしますと１０

ポイントばかり下回っているところであります。今後におきましても、健全性を維持をし

ながら、計画的な効果的な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

次にまちづくり関係について申し上げます。本町は、第６期総合計画及びまち・ひと・

しごと創生総合戦略に基づき、本町ならではの地域特性を踏まえ、農業・観光・教育の３

本柱に福祉･医療などの枝葉を広げつつ、地域活性化の方策を講じてまいります。地方創生

関連事業では、繰越事業として、「 瓜幕バイオガスプラント余剰熱を利用したハウス野菜

栽培施設の整備」と「自然体験留学における親子留学用住宅の整備」を実施してまいりま

す。国際交流では、国際交流員を引き続き１名を任用し、鹿追町・ストニィプレイン町住

民長期滞在体験事業等によりさらなる交流促進を図ってまいります。陸上自衛隊鹿追駐屯

地維持拡充につきましては、隊員の充足と住宅環境の整備等、議会、関係諸団体、町民皆

さま及び警備地区のご理解とご協力をいただきながら力強い運動を進めてまいります。都

市と農村の交流事業では、民間交流を契機にさまざまな交流が行われている東京都台東区

と年度内に、産業及び環境の２分野について、「連携に関する協定」を締結し、さらなる友

好連携交流を推進してまいります。また、行政活動の支援としては、「（仮称）行政区等活

動活性化推進補助金制度」を平成２９年度をめどに創設をいたします。これは、人口減少・

少子高齢化・医療介護問題・頻発する災害への対応など、山積するさまざまな行政課題を
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全ての町民が認識・共有し、ともに解決していく「互助・共助の社会」を目指すものであ

り、これまで一部の行政区で実践をされてきたこれらの活動を町全体に広げ、住民活動､

自治活動の活性化につなげることを目的とする補助金制度であります。鹿追高等学校看護

科誘致につきましては、地方における看護師不足を少しでも解消し、地域医療を守り続け

るため、地域で人材を育成することが極めて重要であることから、引き続き粘り強く実現

に向けて活動してまいります。行財政改革につきましては、住民ニーズの多様化・複雑化

する中で、効果的、効率的な行政運営を進めるため、行政自身のスリム化・公共料金の見

直し等を進めてまいります。 

町民課関係について申し上げます。町税につきましては、町民皆さまの高い納税意識に

支えられ、高い収納率を維持しております。今後も納税に関する理解を求めるとともに、

税の理念である公正・公平を図り、地方税法を遵守し確実な課税・納税を推進してまいり

ます。防災・防犯・交通安全関係につきましては、道路新設等に伴う危険箇所の把握と実

態調査を行い、地域住民の協力や新得警察署、各種団体と連携し、安心安全なまちづくり

を進めてまいります。生活環境関係では、昨年実施いたしましたエキノコックス駆除対策

事業を継続し、住民への感染を予防し、生活環境を整えてまいります。ごみ関係では、最

終処分場の閉鎖期限を考慮し、今後の方向性を定めてまいります。戸籍窓口関係につきま

しては、法令遵守の下、迅速かつ丁寧な窓口対応と、適正な事務処理により、行政サービ

スの向上に努めてまいります。 

 瓜幕支所関係につきまして申し上げます。瓜幕地区の振興につきましては、ウリマック

ホールを核として、ライディングパーク、道の駅うりまく、うりまく夢創造館等各施設を

活用しての自治活動やサークル活動、さらにはパークゴルフや乗馬体験・レッスン、馬に

関する各種イベントなど年間を通しての利用促進を図り、地域活性化に努めてまいります。

また、国道２７４号整備につきましては、国との協議を一層密にして早期完成に努力をさ

せていただきます。 

農業関係について申し上げます。平成２８年度の本町農業は、春先は天候にも恵まれ、

豊作が期待をされましたけれども、６月、７月の長雨、８月の上陸した４つの台風に伴う

豪雨により、農産関係では、多くの作物で平年収量を下回りましたが、生乳生産量が初め

て１１万トンを超え、畜産の好調もあり、農業生産額は昨年の史上最高額に次ぐ２１０億

５００万円となりました。災害に見舞われた中でこのような結果を出された、農業者の皆

さまのご努力と、関係機関のご尽力に改めて敬意を表する次第であります。また環太平洋
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連携協定につきましては、アメリカのトランプ新大統領が離脱を宣言し、今後どのような

方向に進むのか不透明な状況でありますが、これらの情勢に関わらず、国際競争を見据え

た足腰の強い農業の確立が緊要と考えているところであります。平成２９年度、農政、畜

産関係推進事項では、国内農業の体質強化に向け、国の予算が重点配分されており、国、

道及び関係機関・団体と連携をとりながら、迅速な対応を図ってまいります。また、ＪＡ

との連携した農業支援の継続と経営の安定化、競争力強化の取り組みを推進してまいりま

す。町営牧場は、育成牛舎を増設整備しており、引き続き生乳生産の増産体制を支援して

まいります。中鹿追及び瓜幕バイオガスプラントにつきましては、安全かつ適正な運営と

ともに、平成２９年度より瓜幕バイオガスプラントの余剰熱有効活用を進めてまいります。

また、中鹿追バイオガスプラントで進められております環境省による水素サプライチェー

ン実証事業が本年度に稼動いたしますので、すでに稼動しておりますけれども引き続きこ

れについて協力してまいる所存であります。農業基盤整備につきましては、国営農地再編

事業及び道営事業により、計画的かつ着実に整備を進めてまいります。また、美蔓貯水池

の周辺の整備についても年次的に進めてまいりたいと考えております。また、干しいもを

はじめとする農業の６次産業化を推進し、加工品の生産販売に取り組み、新規作物の生産

拡大につなげてまいりたいと考えています。新規就農・担い手対策につきましては、町、

農業委員会、ＪＡ等関係機関による検討・協議を引き続き進めてまいります。 

農業委員会について申し上げます。農業・農業者の公的な代表機関として、農地の確保

と有効利用、意欲ある担い手の育成・確保など、農業経営の支援に向けて関係機関と一体

となって、農地行政を推進してまいります。新規就農・担い手対策につきましては、今後

の方向性を見据え、関係機関及び諸団体の皆さまとの協議を引き続き進めてまいります。

また、農業や農地に関する相談、農業者の生活の安定と福祉向上のために、継続して農業

者年金の加入を促進してまいりたいと考えています。 

保健福祉関係について申し上げます。まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本的視点で

ある「若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現」及び｢超高齢化社会を見据えた地域の

構築｣を踏まえた福祉行政を進めてまいりたいと考えています。子育て支援では、子育て家

庭のさまざまな負担の軽減を図る施策として、特定不妊治療費の助成や妊婦一般健康診査

受診料の全額負担、あるいは妊産婦安心支援出産事業による交通費の助成を継続して行い、

さらに平成２９年度から不育症治療費の助成など、切れ目のない保健対策を展開してまい

りたいと考えております。保健事業につきましては、特定健診をはじめ、各種検診の受診
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率向上に努め、町民の健康対策に引き続き力を入れてまいります。また、検査データと生

活習慣の内容分析を進め、個々の特性を踏まえた効果的かつ効率的な保健指導を実施して

まいります。高齢者福祉・介護保険事業につきましては、本町に適した地域包括ケアシス

テムの構築に向け、ボランティア活動の推進を図る「サポートポイント制度」や「介護予

防・日常生活支援総合事業制度」、「認知症施策」を医療機関、社会福祉協議会等と連携し

ながら平成２９年度より開始をし、安心安全な地域社会づくりに努めてまいります。障が

い福祉につきましては、障がい福祉計画に基づいて障がい者や障がい児に対する正しい理

解の普及に努めてまいります。国民健康保険事業、後期高齢者医療制度につきましては、

継続的な健康管理事業の推進により、医療費の抑制に取り組むことで、適正な医療保険運

営に努めてまいります。 

子ども、子育て関係について申し上げます。乳幼児期は将来の人格を培う上で最も重要

な時期であり、子どもの夢と希望を持って、健全にたくましい成長することができるよう

な社会全体で支えていくことが大切であることから、認定こども園、子育て支援センター

を中心に、保護者のニーズに応えるよう努めてまいります。 こども園施設整備につきまし

ては、建設に向けての実施設計を行なっております。 発達支援センターにつきましては、

療育を必要とする子ども、発達状況に心配を抱える保護者支援の視点から、専門機関と連

携を密にして、一人一人の個性を伸ばすことで、日常生活能力の向上と自立を促すなど、

その子に合った療育支援を行なってまいりたいと考えております。  

商工観光関係について申し上げます。観光につきましては、昨年の状況を見ますと、紅

葉時期の台風被害により鉄道、国道が不通になり観光客の減少が見られたところでありま

すけれども、平成２９年度は滞在型の観光を中心に進めてまいります。然別湖畔園地は２

カ年の整備を終えて、環境が整ったところであり、観光地としての顔となるよう地域一体

となり、より魅力的な観光地を形成してまいります。この他、道内でも先駆的な取り組み

であるグリーンツーリズムなど、鹿追町ならではの観光資源を生かしながら観光サービス

の点と点を結び、面とする取り組みを進めてまいります。商工業につきましては、商店や

事業所の経営安定を図るため、商工会と連携し、活力ある商業環境づくりを進め、商店街

の活性化を図るなど、町のにぎわいづくりや商業の振興につながる取り組みを進めてまい

ります。また昨年はチョウザメ屋外飼育施設の拡大を行い、現在約１，９００尾を飼育し

ており、安定的に飲食店への出荷を図るとともに、町の新たな特産品とするべく、加工品

等の研究開発をチョウザメ研究会とともに進めてまいります。農村青年会が実施しており
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ますマンゴー栽培につきましては、昨年初めて出荷を行うことができたところであること

から、さらに高品質で収穫量を増やすように、引き続き支援をしてまいりたいと考えてお

ります。ジオパーク関係について申し上げます。昨年、ビジターセンターのリニューアル

オープンをし、町内外から多くの方々が訪問をいただいているところでありますが、今後

も一層、施設の充実に努めてまいります。特に鹿追町の大地の成り立ちを説明するプロジ

ェクションマッピングは好評で来場者から高い評価を得ており、さらに多くの方に楽しん

でいただけるように、ジオパークガイドの養成やガイドブックの発行、ツアー・講座開催

等を進めてまいります。また、平成２９年度は４年に１度の再認定審査の年となっており

ます。この審査を一つの節目ととらえまして、その節目に向けての、町民皆さまや各関係

機関との連携を強化しジオパーク活動のさらなる推進に努めてまいります。 

建設関係及び公園・花関係について申し上げます。道路・橋梁関係につきましては、長

寿命化計画を基に継続事業の早期完成を目指します。また、環境省の二酸化炭素排出抑制

対策事業により、町内の街路灯全てをＬＥＤに取り換え、環境に配慮したまちづくりを進

めてまいります。国道、道道につきましては、国道２７４号「瓜幕事故危険区間事業」が

中心部となるＪＡ交差点付近の工事に取り掛かる予定となっております。道道鹿糠線につ

きましては、昨年の台風以後通行止めとなっていることから、引き続きこれらについての

開通について強く要望してまいる所存であります。住宅関係については、長寿命化計画を

基に、老朽化住宅の用途廃止、解体による住環境の整備と個別改善を計画的に進めてまい

ります。公園関係につきましては、利用者ニーズに対応して、千の公園健康トイレの洋式

化改善を行います。また、鹿追パークにつきましては進入路との整備、民間事業者による

旧三坂邸のカフェ改修等により、魅力度を高め、集客力のある公園づくりを進めてまいり

ます。花関係につきましても、積極的な情報発信と新会員の発掘に努め「花による美しい

街と、豊かな景観づくり」の推進に努めてまいります。上下水道につきましては、道営事

業による東瓜幕営農用水の再整備に取り組み、また、然別湖畔浄化センターの長寿命化機

器更新、個別排水処理施設設置事業の継続により、町内のどこに住んでいても質の高い快

適な生活ができるように努めてまいります。 

消防関係について申し上げますが昨年は、自然災害が猛威を振るった一年となり、８月

には一連の台風による被害が全国各地で発生し、管内においても河川が氾濫するなど、多

くの人的被害や住宅被害が発生して、防災の難しさと災害対策の重要性を痛感していると

ころであります。このことから、災害に対する「備え」の重要性に鑑み、昨年４月よりス
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タートした広域消防体制のさらなる充実・強化を図り、瓜幕地区の防災の拠点となる鹿追

消防団第２分団の水槽付消防ポンプ自動車の更新を進めてまいります。今後とも、町民の

付託に応え得られるよう、消防力の充実に努めてまいりたいと考えております。 

学校教育関係について申し上げます。グローバル化や急激な情報化など、変化する時代

においては生涯を通じて学び、考え、夢と志の実現のためにチャレンジし、自らの人生を

切り拓く、より良い社会づくりに貢献していくことのできる人間を育成することがますま

す重要になってまいります。そのために、教育行政執行方針に示すものの他、地域の信頼

に応えつつ、児童・生徒の「確かな学力」・「豊かな心」・「健やかな体」をバランス良く育

み、個性や才能を伸ばす魅力ある教育活動を進めてまいりたいと考えております。 

社会教育について申し上げます。 個人の自由な時間が増えたことや、価値観やライフス

タイルの多様化等により、地域社会の人間関係が希薄になる中、ゆとりや生きがいのある

人生を送るため、生涯学習の推進に努めてまいります。スポーツ振興につきましては、町

民ひとり 1 スポーツを推進し、体育連盟等の活動と国際大会等に出場するトップアスリー

トの育成にも支援してまいる所存であります。また、総合スポーツセンターの耐震化と施

設の機能強化を図った工事が終了し、今後も町民皆さまが安心安全に利用できる学びの環

境の充実に努めてまいります。 

町立国民健康保険病院関係について申し上げますが、町立病院の経営を取り巻く環境は、

依然として厳しい状況にありますが、当病院では通常診療に加えて、夜間診療や専門科診

療を継続して実施し、疾病予防、治療、リハビリを効果的に結び付け、町民皆さまが安心

して生活できるよう、信頼される病院を目指して努力をしてまいります。結びにあたりま

して、以上説明をさせていただきましたが、全体的には前年度と比較をいたしますと予算

規模としては縮小されておりますけれども、将来に備えてできる限りの積極的な予算とし

たつもりであります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、執行方針の説明に代

えさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（埴渕賢治） 

 これで、町長の町政執行方針の説明は終わりました。 

     日程６     教育行政執行方針 

○議長（埴渕賢治） 

 日程６、教育行政執行方針の説明を行います。大井和行教育長。 

○教育委員会教育長（大井和行） 
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 平成２９年第１回鹿追町議会定例会にあたり、教育行政執行の方針を申し上げます。急

速な情報化の進展や技術革新、グローバル化など、社会は私たちの想像をはるかに超えた

速さで変化しております。こうした変化の中においては、子どもたちが夢や目標を持ち、

たくましく生きていくことができるよう、新しい時代を見据えた教育の充実を図ることが

重要です。鹿追町が持続的に発展し、地方創生を実現するためには、地域の発展を支える

教育の役割を認識し「主体的にかかわり、考え、行動できる子ども｣を目標に、必要な学力、

体力、豊かな心の育成を図るとともに、町民が主体的に学び地域社会の担い手として活躍

できる生涯学習社会の形成に努めてまいります。そのため、さらに、学校教育と社会教育

との連携を強化し、町民の期待と信頼に応える教育行政を推進いたします。以下、学校教

育、社会教育の順に、教育行政推進の重点的な取り組みについて申し上げます。 

重点的な取り組みの１点目は、「確かな学力を育成し、社会で自立的に生きていく基礎を

培う教育の推進」について申し上げます。昨年度の全国学力学習状況調査の結果では、小

学６年生については、国語・算数とも全道平均を上回る結果となりました。一方、中学３

年生に関しましては数学に課題がありましたが、全道平均とほぼ同様の結果となりました。

各学校においては授業改善や個別の学習支援をはじめとする日々の積み重ねを基本とし取

り組み、学ぶことの大切さを理解し、意欲的に取り組む児童生徒が多くなるなどの成果が

現れております。しかし、その一方で｢家庭学習時間と読書時間の短さ｣に課題があり、こ

うした児童生徒の現状や課題に対する問題意識を持ち、学力向上の取り組みに対する指導

と支援を充実してまいります。特別支援教育につきましては、子育て支援センターや各種

機関と連携し、一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実に努めてまいります。重点的

な取り組み２点目は、「幼小中高一貫教育の推進」について申し上げます。本町は、平成１

５年度より文部科学省の研究開発学校の指定を受け一貫したカリキュラム研究を進めてま

いりました。本年度は第５期研究開発学校指定の最終年度を迎えることから、英語を基本

とした国際理解教育の確立など、研究の総まとめを行います。特に、認定こども園から高

校生までの１３年間を見通した教育活動は、学習意欲の向上をはじめ英語力の向上、児童

と生徒間の交流による思いやりの心の醸成、教職員の指導力向上などの成果が表れており、

研究開発学校指定終了後におきましても、今までの取り組んでまいりました研究開発の成

果をどのような形で継続していくかについて検討してまいります。また、高度情報社会の

到来に対応した人材の育成を目的とし、小学校４年生以上の児童全員にタブレットパソコ

ンを一人１台の配備を進めており、平成２９年度には未整備であります鹿追小学校に配備
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し、ＩＣＴ教育の推進を図ります。重点的な取り組み３点目は、「家庭や地域に開かれた信

頼される学校づくりの推進」について申し上げます。学校には家庭や地域社会と連携協力

の上学校経営を図る必要があり、地域や子どもたちの実情に応じて主体的に創意工夫のあ

る教育活動の展開、保護者や地域住民の参画しやすい環境を整え、学校が組織的・継続的

にその運営の改善を図ることにより、信頼される学校づくりを進めてまいります。特に、

全国でも導入が進んでおります学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)の設置につ

いて検討してまいります。また、教職員の信頼の確保につきましては、各種研修会を通じ

て、資質能力の向上を図るとともに、コンプライアンス意識を高めてまいります。重点的

な取り組みの４点目は、「豊かな心と健やかな体を育成する教育の推進」について申し上げ

ます。体力の向上につきましては、平成２８年度全国体力・運動能力調査結果では、小学

生は上体起こし等に課題はあるものの、他の種目は、概ね全道平均を上回る結果でした。

一方、中学生は全種目で全国平均を上回る結果となり、今後も体育・保健体育科の授業は

もとより、日常において体力の向上が図られるよう努めてまいります。道徳教育につきま

しては、児童生徒の人格形成に重要かつ不可欠なものであり、平成３０年度から道徳の時

間が教科化されることを見据え学校への指導資料の提供や、教職員を対象とした研修会等

を図ってまいります。いじめや非行の防止につきましては、全教職員が問題意識を高め、

校長をリーダーとする組織体制を強化するとともに、児童生徒の主体的な活動などを通じ

て未然防止の取り組みを徹底してまいります。また、児童生徒の健康保持増進の取り組み

として進めておりますフッ化物洗口は、１人当たりの虫歯本数が年々減少してきており、

引き続き進めてまいります。学校給食につきましては、安心安全な給食の提供はもとより、

地産地消の推進に一層努めてまいります。 

次に社会教育の推進について申し上げます。平成２５年度から２９年度を期間とする「第

３次鹿追町生涯学習中期計画」が最終年を迎え、計画の理念であります「自ら学び行動す

る心豊かな人づくり」のため、地域資源を生かし、町民の皆さん一人一人の生涯にわたる

学習意欲を高め、豊かな心と自立の力を育て、人と人とが連携するまちづくりを進めてま

いります。具体的には、活動の核となる町民ホール等施設の活用と町民の主体性が発揮さ

れる学習機会の創造を促し、学習の成果が新たな学習要求への連鎖を生み出すような、学

習と実践の循環が生まれるよう進めてまいります。また、平成３０年度から平成３４年度

を期間とする「第４次鹿追町生涯学習中期計画」の策定事業にも着手してまいります。個

別施策の取り組みでは、家庭教育につきましては、鹿追町の子どもたちの健やかな成長を
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願った「鹿追町すくすく運動」を今年も継続して行い、生活習慣の向上を図り、学校と家

庭、地域との連携のもと、地域ぐるみで子どもの育成に取り組んでまいります。少年教育

につきましては、少年期は心身の成長が著しく、心と体の両面をバランス良く育成するこ

とが必要です。地域子ども会育成連絡協議会などと連携し、子どもたちが見覚えたり、見

習うことのできる機会と場を提供し、異年齢の子どもたちが遊びや自然体験などを通して、

責任感や協調性、他人を思いやる心を育ててまいりますとともに放課後の居場所づくり等、

少年教育の充実を図ってまいります。青年教育につきましては、ピュアモルトクラブでは、

自らの資質の向上とネットワークを形成するために、異業種・世代間・他町村などとの交

流や学習を積極的に行い、幅広い視野と豊かな社会性・人間関係を構築できる青年教育の

充実を図ってまいります。成人教育につきましては、学校教育で習得した知識や技能をも

とに、趣味や教養に関する学習や社会・経済の変化に対応するために必要な学習など、ニ

ーズに対応したさまざまな学習機会の充実を推進してまいります。また、女性の知恵と熱

意で、明るく豊かなまちづくりを目指し実践している女性まつりやボランティア活動など

の支援を進めてまいります。高齢者教育につきましては、高齢期を迎えても、社会の変化

に適切に対応して、積極的に社会参加を進めていくには、生涯にわたって学習することが

重要です。このため公民館活動や高齢者学級をはじめとするさまざまな学習機会を提供す

るとともに豊富な知識と経験が生かせる場の確保に努めてまいります。芸術と文化につき

ましては、音楽、演劇、舞踊等の芸術文化は人々に感動や生きる喜びをもたらし、人生を

豊かにするものです。文化連盟をはじめ各文化団体と協力のもと学習成果が発表できる機

会の充実と良質な芸術文化に接する機会を創出してまいります。神田日勝記念美術館につ

きましては、地域に根ざした美術館づくりを目指して、特別企画展や常設展・各種展覧会

を開催することにより、神田日勝の画業の顕彰を行います。また学校と連携し郷土学習の

一つとして「神田日勝」についての学習を推進してまいります。図書館につきましては、

学びやふれあいの場としての図書館づくりを目指して、多くの人が気軽に立ち寄れる学び

の環境を整えます。また、利用者に対し必要な情報を提供し、学習活動の手助けとなるレ

ファレンス事業を推進してまいります。文化財保護につきましては、文化財は長い歴史の

中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産です。「郷土鹿追」の文化財

の保存に努め、郷土資料保存館等を活用した学習を推進してまいります。スポーツ振興に

つきましては、町民ひとり１スポーツを推進するため、体育連盟などと協力しながら、各

種教室や大会を通して、子どもから高齢者までが「いつでも、どこでも、だれでも」スポ
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ーツを楽しむことのできる学びの環境を整え、町民の健康維持と体力増進に努めてまいり

ます。また、国際大会等に出場する選手を育成するためのトップアスリートを支援してま

いります。以上、教育行政に関する主要施策について申し上げましたが、町民皆さまの負

託に応えるため、本町の教育、文化、スポーツの振興に最善の努力を傾注いたしたく、町

理事者、町議会、町民各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、平成２９年

度の教育行政執行方針とさせていただきます。 

○議長（埴渕賢治） 

 これで、教育長の教育行政執行方針の説明は終わりました。 

ここで暫時休憩とします。再開は１１時１０分とします。 

休憩 １１時００分 

再開 １１時１０分 

○議長（埴渕賢治） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

日程７ 議案第２号 鹿追町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に 

          について 

日程８ 議案第３号 鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号 

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定 

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

○議長（埴渕賢治） 

 日程７、議案第２号、鹿追町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、

日程８、議案第３号、鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、以上２件については、議事進行上、一括して提案説明と質疑、討

論を行い、議件ごと採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

異議なしと認めます。以上２件について、提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

 議案第２号は鹿追町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、議案第３
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号、鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。関連がありますので一括して説明させていただきます。提案理由を申し

上げます。個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年９月９日に改正され、預貯

金口座へのマイナンバーの付番、医療分野における利用範囲の拡充、地方公共団体の要望

を踏まえた利用範囲の拡充の３点が改正され、平成２９年５月３０日から施行されますこ

とから関係する条例の一部を改正するものであります。内容につきましてご説明いたしま

す。鹿追町個人情報保護条例の一部を次のように改正するといたしまして、第２条は定義

の規定であり、第３２条の３は特定個人情報の利用停止請求権の規定であり、それぞれ法

律の改正に伴い文言を整理するものであります。次に附則は施行期日の規定であり、この

条例は、平成２９年５月３０日から施行するとするものであります。 

次に議案第３号は、鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。改正内容をご説明いたします。鹿追町行政手続におけ

る特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部を次のように改正するといたしまして、第１条は主旨

の規定であり法律の一部改正に伴う文言の整理であり、別表１は、第４条第１項に定めま

す個人番号の利用範囲を定めたもので、８の鹿追町特定公共賃貸住宅管理条例による家賃

に関する事務は、法律の中で規定されましたことから独自利用事務から削除し、「９」以下

をそれぞれ繰り上げ、別表２につきましても同様に改めるものであります。次に附則は、

施行期日の規定であり、この条例は、平成２９年５月３０日から施行するとするものであ

ります。以上、鹿追町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について及び鹿追町

行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括

してご説明申し上げました。ご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（埴渕賢治） 

 これから質疑を行います。９番、吉田稔議員。 

○９番（吉田稔） 
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 今、マイナンバーの交付状況等々を含めてですね、本申請というのかな、要するに写真

を添付して番号をもらうということの実態的な作業がね、どこまで町民に知れ渡っていて

いて申請があったのか。まず、その点をお伺いします。 

○議長（埴渕賢治） 

 島町民課長。 

○町民課長（島かおる） 

 はい。ご質問にお答えいたします。マイナンバーでございますけれども、これは１月末

現在の数字でございますけれども、申請件数が５３９件で既に申請されております件数、

４６８件という状況でございます。 

○議長（埴渕賢治） 

 ９番、吉田稔議員。 

○９番（吉田稔） 

 まあこれ国の定めによるいろんな事務効率の簡素化等々含めて効率化を上げていくとい

うのが主たる目的、またマイナンバー制度を全面的に拡大していきながら、最終的には納

税等々、今、納税の一部も行われているはずだけれどもね、そういった面についてやはり

あのもう等しく町民に浸透させていく手段等々含めてね、どのような計らいを今後すべき

か。また、していかなければならんか。その辺も再度、お尋ねをしておきたいなと。 

○議長（埴渕賢治） 

 島町民課長。 

○町民課長（島かおる） 

 はい。あのこのカードにつきましてはですね、求められているという部分も含めまして

町民の方、かなり必要であると、それから必要に迫られている方もいらっしゃるようでご

ざいますが、今後この個人番号カードにつきましては、当然、国の施策で必要、求められ

ることが多くなるということからですね、定期的に広報等で町民へ呼びかけてまいりたい

と考えております。 

○議長（埴渕賢治） 

 ９番、吉田稔議員。 

○９番（吉田稔） 

 今の方向性でいいんだろうけれども、率先してね、役場職員の給料の振り込みなんかも

マイナンバーを利用してやっているのかなと思うんだけれども、そこら辺りも順次、検討
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されていって、行政万般にわたってのね、そういった利用の部分を促進していくというこ

とにつながっていけるような、数字を考えているのかどうかね。それ辺りも含めて質問さ

せていただきたい。 

○議長（埴渕賢治） 

 喜井総務課長。 

○総務課長（喜井知己） 

 はい。今、主に島課長がお答えしたとおりでございます。実は職員でも個人カード、全

員持っているわけではございませんので、それも含めてですね、職員にも周知をしていき

たいというふうに思っております。 

○議長（埴渕賢治） 

 他ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第２号を採決します。こ

の採決は、この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。これより議案第３号を採決

します。この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

日程９ 議案第４号 鹿追町町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

○議長（埴渕賢治） 

日程９、議案第４号、鹿追町町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と 
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します。本案について提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

議案第４号は、鹿追町町税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。は

じめに提案理由を申し上げます。地方税法、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律

及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地

方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が、平成２８年１１月２８日公

布され、消費税の引き上げ時期が平成３１年１０月１日に延期されましたことから所要の

改正を行うものであります。主な改正点は２点で、１点目が個人住民税の住宅借入特別控

除の適用時期の２年半の延長、２点目が法人町民税法人税割の税率引き上げ及び自動車取

得税の廃止に伴う自動車税及び軽自動車の環境性能割の導入時期の平成３１年１０月１日

までの延期であります。改正内容についてご説明いたします。第１条、鹿追町町税条例の

一部を次のように改正するといたしまして、第３６条の２は町民税の申告の規定であり文

言の整理を行うもので、附則第７条の３の２は、住宅借入金特別控除の適用期限をそれぞ

れ２年半延長するものであります。「第２条の第１条の見出し」から、９行下の「附則第

１６条の改正規定を次のように改める。」までの条文につきましては、法人税割の税率引

き上げ及び軽自動車税の環境性能割の導入時期が、平成３１年１０月１日まで延期になっ

たことによる条文の整理であります。次に、附則第１６条第１項中から、次ページ６行目

になります「第１条の次に次の１条を加える。」までの条文につきましては、軽自動車税

のグリーン化特例の１年延長に伴う条文の整理であります。「第１条の２」から１０ペー

ジ後段の表の下までの「附則第１６条第２項から第４項までを削る。」までの条文につき

ましては、軽自動車税の環境性能割の導入時期が延期になったことによる条文の整理であ

ります。次に「附則第１条第１号を次のように改める。」から、１１ページの３行目、第

３号までの条文につきましては法人税割の税率引き下げ及び軽自動車税の環境性能割の導

入時期が延期になったことに伴う文言の整理であります。「附則第２条の見出しを削り、」

から、第２条の２までは法人税割の税率引き下げ時期が延期になったことによる施行期日

の改正であります。「附則第３条の見出しを削り、」から、３行下の「同条の前に次の見

出し及び１条を加える。」までの条文は、軽自動車税の環境性能割の導入時期が延期にな

ったことに伴う適用年度の改正であります。第２条の３は軽自動車の環境性能割の導入時

期が延期になったことに伴う軽自動車税のグリーン化特例の１年延長に伴う経過措置の規

定であります。次に附則は、この条例は公布の日から施行し、ただし、第１条中鹿追町町
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税条例第３６条の２第１項ただし書の改正規定は、平成２９年４月１日から施行するとす

るものであります。以上、鹿追町町税条例等の一部を改正する条例の制定についてをご説

明申し上げました。ご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第４号を採決します。こ

の採決は挙手によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

日程１０ 議案第５号 鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

○議長（埴渕賢治） 

日程１０、議案第５号、鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

議案第５号は、鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。提案理由を申し上げます。これまで修学資金は４年以上の大学にあっては１０万円を

限度に授業料の１カ月分に相当する額、また短大、専修学校については５０万円を限度に、

入学一時金支払金を貸し付けておりましたが、短大、専修学校につきましても大学と同様

に正規の修業年限の間、貸し付けをすることができるよう改正するものであります。改正

内容についてご説明いたします。鹿追町修学資金貸付条例の一部を次のように改正すると

いたしまして、第２条は貸し付けの対象に規定であり、第２号は短大、専門学校に入学す

る者を規定しており、修学年限と高校在校時の成績を削るものであります。第３条は貸し
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付けの上限の規定であり、新たに第２項として大学、短大、専修学校に入学したものの貸

付条件であり、それぞれ正規の就業年限で貸付金額は授業料の１年分に、１月分に相当す

る額で１０万円以内とし、償還期間は大学にあっては、卒業後、１８年以内、短大、専修

学校については、９年以内とし、それぞれ規則で定めるところにより、元金不均等償還と

するものであります。第５条については文言の整理であります。次に附則第１項は施行期

日の規定であり、この条例は、平成２９年４月１日から施行し、第２項は改正後の規定は

施行日以降に適用し、施行日以前の貸し付けは、なお従前の例によるとするものでありま

す。以上、鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上

げました。ご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

これから質疑を行います。１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 修学資金貸付条例の、これ、鹿追高校の卒業生に無利子の奨学金ということで素晴らし

い制度だと思います。今回の条例改正も貸付対象者の拡大のための条件の緩和ということ

で、とても良い方向だなと思います。平成１１年からのこの貸し付けで１８年間の貸し付

けの状況と、あとこの制度、貸し付けを受けた人の就職先はどのようになっているのか教

えてください。 

○議長（埴渕賢治） 

 大前、学校教育課長。 

○学校教育課長（大前健也） 

 お答えします。貸し付けの数でございますけれども、今、ちょっと資料を確認させてく

ださい。ただ、就職先につきましては、私どもでは把握はしていない現状でございます。

資料を確認いたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 大前学校教育課長。 

○学校教育課長（大前健也） 

 申し訳ございません。貸付件数でございますけれど、現在のところ４３名に貸し付けい

たしております。既に貸付終了し、償還にあたっている方も含めてということでご理解い

ただければと考えております。 

○議長（埴渕賢治） 
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１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 はい。この修学資金貸付条例の目的ですけれども、これが保護者の負担軽減と優秀な人

材の育成ということになっています。あの優秀な人材としか条例には書かれていないんで

すけれども、これはやっぱり鹿追町の発展を支えるための、鹿追町に住んでもらって、鹿

追町に貢献してもらうための優秀な人材ということになってくるかと思いますので、例え

ばその例外として、全国で活躍して鹿追町の名を広めてもらうということもあるかもしれ

ませんけれども、基本的には町内で就職していただいて、活躍していただくというような

方向が望ましいのではないかと思いますし、鹿追で育って鹿追高校には行かなかったけれ

ども、その後大学に行って鹿追町に戻ってきて就職してというような人も、今後、貸し付

けの対象者として広めていってもいいのかなと思いますので、その内容についても完全に

無利子ではなく有利子であったりとか、この貸し付けを受けた人で、町内に就職して数年

経てば一部を免除するというような規定も今後検討していっていただければと思います。

以上です。 

○議長（埴渕賢治） 

 大前学校教育課長。 

○学校教育課長（大前健也） 

 まずあの鹿追高校を卒業されて大学に４年間行かれたと想定し、４年後において鹿追町

の就職状況、鹿追高校を卒業し、鹿追町において就職をされた方というのは、統計で取っ

ておりまして、５年間で４５名いらっしゃいます。１年当たり９名の方は、卒業されて鹿

追町で就職されているということになります。ただこの方が修学資金を借りられたかどう

かというですね、チェックはしておりませんので、大変申し訳ありませんけど修学資金と

就職ということでは、ちょっとリンクできないかなというふうに考えております。議員の

ご発言にあった貸し付けの拡大につきまして、一昨年、この拡大することがどうかという

ことは教育委員会内部でも話をしたところでございます。ただ、これにつきましては、こ

の修学資金貸付につきましては地元高校の存続、これを目的にスタートした事業でござい

ますので、町内の在住されるお子さんの進学というまでの拡大ということは、その段階で

はいかがなものかという考え方ではございましたけれども、おっしゃるように優秀な人材

育成ということを考えると、また今新聞報道されている大学におけるとか、子どもの貧困

もございますので、そういうことも含めましてですね、内部的にまた検討させていただけ



－26－ 

ればというふうに考えております。 

○議長（埴渕賢治） 

１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 鹿追高校に行けば、無利子の奨学金が借りられるということは、鹿追高校を、高校の入

学先として検討する際に大いに優位になるかと思うので、これは元々の発祥も素晴らしい

方向性だと思うんですけれども、課長、先ほどおっしゃったように大学への奨学金という

のは保護者皆さんのニーズであることでありますので、今後検討していっていただければ

と、お願いをして終わります。 

○議長（埴渕賢治） 

 他ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第５号を採決します。こ

の採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

日程１１ 議案第６号 鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

日程１２ 議案第７号 鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

    日程１３ 議案第８号 鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

○議長（埴渕賢治） 

日程１１、議案第６号、鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条 
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例の制定について、日程１２、議案第７号、鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、日程１３、議案第８号、鹿追町民間賃貸住宅家

賃助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３件については、関連が

ありますので、議事進行上、一括して提案説明と質疑、討論を行い、議件ごと採決を行い

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

異議なしと認めます。以上３件について、提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

議案第６号、鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第７号、鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第８号、鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、一括して説明させていただきます。提案理由を申し上げます。

ただ今の条例につきましては、それぞれ平成２８年度末を時限としておりますが、持ち家

住宅奨励制度、家賃住宅建設促進、家賃の一部助成の効果また継続の要望等々、勘案いた

しまして、１年間延長したく提案申し上げるものであります。 

はじめに議案第６号、鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、改正内容についてご説明いたします。鹿追町定住促進住宅建設奨励に関

する条例の一部を次のように改正するといたしまして、附則第２項は、条例の執行期限を

定めており、「平成２９年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改め、１年間延長す

るものであります。次に附則は条例の施行期日であり、この条例は、平成２９年４月１日

から施行するとするものであります。 

次に議案第７号、鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。改正内容をご説明いたします。鹿追町賃貸住宅建設促進事業

助成に関する条例の一部を次のように改正するといたしまして、附則第２項は、条例の執

行期限を定めており、「平成２９年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改め、１年

間延長するものであります。次に附則につきましては、条例の施行期日であり、この条例

は、平成２９年４月１日から施行するとするものであります。 

次に、議案第８号は、鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。改正内容についてご説明いたします。鹿追町民間賃貸住宅家
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賃助成に関する条例の一部を次のように改正するといたしまして、附則第２項は、条例の

執行期限を定めており、「平成２９年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改め、１

年間延長するものであります。次に、附則につきましては、条例の施行期日であり、この

条例は、平成２９年４月１日から施行する、とするものであります。以上、議案第６号か

ら議案第８号まで一括してご説明申し上げました。ご審議の上、議決を賜りますようよろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

 これから質疑を行います。１０番、安藤幹夫議員。 

○１０番（安藤幹夫） 

 ただ今、ご説明いただきましたようにこの奨励制度につきましては、住民からのニーズ、

また強い要望等により時限の改正ということなんですけれども、実績としまして過去３年

間、どのような実績をたどってきているのかということと、１年とするその意図するもの

について、まずお尋ねをいたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 渡辺企画財政課長。 

○企画財政課長（渡辺利信） 

 安藤議員さんからのご質問にお答えいたします。まず３年間の実績でございます。定住

促進住宅の建設奨励に関するものは、平成１３年からはじまっておりまして、平成２６年

につきましては２７件、助成額は、１，１６７万円、平成２７年につきましては３１件、

１，２２１万７千円、平成２８年度、まだ終わっておりませんが今日現在の段階では２１

件、１，１６２万７千円の助成となっております。累計しますと定住に関しましては３５

６件、２億４，３８６万６千円が助成金として支払われております。続きまして賃貸住宅

の関係でございます。これは平成１５年から助成制度がはじまっておりまして、平成２６

年度につきましては２件、１６戸、助成額は６００万円、平成２７年度につきましては３

件、１２戸、４４０万円、２８年度につきましては１件、４戸、２２０万円、当初からの

累計しますと１８件、１１５戸、４，８４４万６千円が支払われております。民間賃貸住

宅につきましては、平成２４年より行なっておりまして、平成２６年度につきましては２

０件、１１７万１千円、平成２７年度は１０件、５０万円、２８年度は上期でございます

が１０件、２３万円、累計で７７件、４０６万７千円が支払われております。あとこの期

限でございますが、毎年毎年、この実績につきまして私の方から町長にご説明申し上げて、
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検証してですね、次年もやるかどうか判断しているところでございます。 

○議長（埴渕賢治） 

 １０番、安藤幹夫議員。 

○１０番（安藤幹夫） 

 この定住促進については、平成１３年からもう１５年以上経過しているわけで、特に住

環境の整備とそれから定住人口の増加、それから地域における経済の効果ということで継

続してきている事業でありますけれども、これだけの実績を当然上げて、毎年毎年上げて

きているんですけれども、今後、地方創生においても新たな分譲地の造成、それから交付

金による産業の新たな創設ということで、そこに大きな雇用の創出というものがうまれて

くるわけですけれども、こういったものを顧み、過去の人口ビジョンを見ましても、人口

は減っているけれども核家族化等により世帯数が増えているという実績と、それからある

農村地区において宅地分譲したところ、その地区が人口が増加しているということも人口

ビジョンの中で謳っています。そういったことも含めて今後この奨励制度ですので財源の

確保というのが大きな課題となってくるとは思いますが、複数年、今後の計画を向けてご

検討いただければと思います。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁はどうしますか。 

○１０番（安藤幹夫） 

 答弁、町長にお願いします。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長(田弘志) 

 あのお答えをさせていただきますけれども、この制度はね、作った一つには本町に住ん

でいただく、家を建てていただく、それによって固定資産税だとかね、そういうようなも

のの収入も確保しながら、財源的にそうマイナスではないだろうということ、そしてもう

一つは、町内におけるですね業者の支援にもなれば、うちが出すことによって仕事も増え

てくる、といういくつかの視点に立っての制度であります。非常にあのたくさんの方がね、

核家族というか、そういう中で建てられておりますので、当面続けていくという考えは持

っておりますけれども、ただ地元受注というかね、これが極めて少ない。これが何とかな

らんのかという問題点も一方にはありますけれども、できるだけ期待に沿えるようにです



－30－ 

ね、制度も少し見直ししながら、何らかの方法を打ちながら制度としては、続けていきた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 他ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第６号を採決します。こ

の採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。これより、議案第７号を採

決します。この採決は起立によって行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。これより、議案第８号を採

決します。この採決は起立によって行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

     日程１４ 議案第９号 鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（埴渕賢治） 

 日程１４、議案第９号、鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 
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○副町長（松本新吾） 

 議案第９号は、鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

はじめに提案理由を申し上げます。平成２４年に購入しました山林の草地造成が道営事業

により２８年度で完了しましたこと、併せて畜産クラスター事業により実施しておりまし

た育成舎整備事業が完成しましたことから条例の一部を改正するものであります。改正内

容についてご説明いたします。鹿追町営牧場管理条例の一部を次のように改正するといた

しまして、第３条は位置及び面積の規定であり、西上幌内地区面積を１４８．８４ヘクタ

ール増としまして「８４６．４３ヘクタール」に、合計面積を「９８８．９４ヘクタール」

にそれぞれ改め、別表は施設の種類及び内容についての規定であり、今回整備しました面

積と育成舎２棟、病畜舎１棟の合計３棟を追加し、改めるものであります。附則は条例の

施行期日の規定であり、この条例は、公布の日から施行するとするものであります。以上、

鹿追町営牧場管理条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げました。ご

審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

 これから質疑を行います。６番、上嶋和志議員。 

○６番（上嶋和志） 

 牧場の管理用地の増ということで、平成２４年に隣接する土地を買って草地を造成した

ということでございます。それによって１５０ヘクタールぐらいですね、２割ぐらいの牧

草地が増えたということでございます。牧場に果たす役割、酪農家にとっては大変大きい

ものがあり、町の産業振興にも大いに寄与するところでございますけれども、この面積が

増えたことによって牧場の収容頭数、増えるということで理解してよろしいんでしょうか。

お聞きいたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 はい。お答えいたします。元々あの面積が少なく、購入飼料等々買っておりました。今

回取得して整備した草地があってもですね、まだ足りないという状況でございます。購入

飼料を使ってですね、今の段階でも購入飼料という形で進めさせていただいているところ

です。今回の病畜舎と育成舎２棟で６００棟の増設になったわけなんですけれども、その

冬期の舎飼いは１，８００頭ということで、今やっておりますけれども、この草地の造成、
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取得の部分については、取得を今回したわけなんですけれどもその分についてもまだ足り

ない状況でございます。以上です。 

○議長（埴渕賢治） 

 ６番、上嶋和志議員。 

○６番（上嶋和志） 

 昨年、育成舎、冬期舎飼用の施設、２棟建てまして、その入牧というか、入舎状況とい

うか、万度に入っているのかどうか。それとまた保育所の待機児童じゃございませんけれ

ども、施設ができるとまた預けたいという要望もどんどん増えてくると思うんですけれど

も、そこら辺どこまで、今、餌の足りない状況でおそらく農協生産者については今後とも

施設の増強というお話もきっと出てくると思うんですけれども、町の考え、今後の考えに

ついてお伺いいたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 上嶋議員のご質問にお答えいたしますけれども、今回ね、土地を買って草地を増やした

ということでの頭数の増、それから舎飼いの設備によって増ということはそのとおりであ

りますし、増えているわけでありますけれども、おっしゃるように際限がないと、収容能

力が出てくればそれに応じてまた増えていく。これは入れ物と需要とそういうものの関係

でいたしかたのないところではありますけれども、しかしそれにどこまでですね町が応え

られるのかということになりますとやはり限界があるというふうに考えておりますんで、

これについてはですね、ＪＡの方からもそういう話は正式にまだ来ておりませんけれども、

来た段階では今後の計画をですね、どう考えているのか。原価をどう考えているのか。あ

るいは餌を限られた面積の中でどういうふうに飼料を確保していくのかということについ

てね、やはり生産者、それからＪＡの考え方をしっかり聞いた上で、町として判断すべき

ことというふうに考えておりますのでよろしくお願いをしたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（埴渕賢治） 

 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第９号を採決します。こ

の採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時００分からといたします。 

休憩 １１時５７分 

再開 １３時００分 

○議長（埴渕賢治） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。大前学校教育課長から発言がございますので

許します。 

○学校教育課長（大前健也） 

 申し訳ございません。先ほど、議案第５号、鹿追町修学資金貸付条例の一部を改正する

条例の制定、ご提案させていただいた折、山口議員より貸付者数の部分で、私、勘違いを

して答えてしまいました。現在貸し付けしておるものが４０名で平成９年に条例を制定し

ておりますけれども、それから今までの累計でいうと１３７名に貸し付けいたしておりま

す。訂正しお詫び申し上げます。 

     日程１５ 議案第１０号 平成２８年度鹿追町一般会計補正予算（第１２号）

について 

     日程１６ 議案第１１号 平成２８年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について 

日程１７ 議案第１２号 平成２８年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正

予算（第１号）について 

日程１８ 議案第１３号 平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算（第

６号）について 

日程１９ 議案第１４号 平成２８年度鹿追町下水道特別会計補正予算（第５
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号）について 

日程２０ 議案第１５号 平成２８年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程２１ 議案第１６号 平成２８年度鹿追町後期高齢者医療特別会計補正 

 予算（第２号）について 

○議長（埴渕賢治） 

日程１５、議案第１０号、平成２８年度鹿追町一般会計補正予算第１２号について、 

日程１６、議案第１１号、平成２８年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算第４号につ

いて、日程１７、議案第１２号、平成２８年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正予算

第１号について、日程１８、議案第１３号、平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予

算第６号について、日程１９、議案第１４号、平成２８年度鹿追町下水道特別会計補正予

算第５号について、日程２０、議案第１５号、平成２８年度鹿追町介護保険特別会計補正

予算第３号について、日程２１、議案第１６号、平成２８年度鹿追町後期高齢者医療特別

会計補正予算第２号について、以上７件については、議事進行上、一括して提案説明を行

い、その後、議件ごとに質疑、討論、採決を行いたいと思います。これに、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

異議なしと認めます。以上７件の議案について、提案理由の説明を求めます。松本新吾

副町長。 

○副町長（松本新吾） 

議案第１０号、平成２８年度一般会計補正予算第１２号及び議案第１１号から第１６号

までの６特別会計補正予算につきまして、一括して説明させていただきます。 

議案第１０号は、平成２８年度一般会計補正予算第１２号となるものです。平成２８年

度一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによるといたしまして、第１条は、

歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出にそれぞれ１億７，８０１万６千円を追加しまして、

総額を９２億９，５２７万１千円とするものであります。第２条は、継続費の補正で、第

３条は地方債の補正、追加、変更であります。補正予算の内容につきまして、歳出４０ペ

ージよりご説明申し上げます。款項目、議会費の報酬で１１万円、報償費で２万円、旅費

で合計８６万９千円、交際費で１８万６千円、需用費、食糧費で３万円、使用料で１万３
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千円、備品購入費で６千円、負担金で合計２２万２千円のそれぞれ減額、総務費、総務管

理費、一般管理費の賃金で３５０万円の追加、報償費で３，０００万円、需用費、印刷製

本費で１０万円、役務費で１，０１０万円、委託料で１５万６千円のそれぞれ減額、負担

金で６１万８千円の追加であります。文書広報費の旅費で６万１千円、需用費、合計で１

３万円、役務費で１万円、委託料で１２０万円、負担金で８万円のそれぞれ減額、財産管

理費の委託料で２９万１千円の減額、企画振興費の報償費で１２万円、旅費で４万３千円

のそれぞれ減額、需用費、合計で８万円の追加、使用料で６千円、備品購入費で１千円の

それぞれ減額、負担金で合計１３３万７千円の追加であります。交通安全推進費は財源内

訳の補正です。職員厚生費の需用費、修繕料で８万円の追加、公害防災費の負担金で８３

１万３千円の減額、車両管理費の需用費、合計で１３８万４千円の追加、ライディングパ

ーク費の旅費で８万７千円、役務費で２万５千円、負担金で４万３千円のそれぞれ減額、

花とみどり費の賃金で３万６千円の減額、需用費、合計で２９万円の追加、ジオパーク事

業費の負担金で５９万４千円の減額、地方創生交付金事業費で瓜幕バイオガスプラント余

剰熱利用施設及び瓜幕自然体験留学親子専用住宅建設で、委託料で１，２００万円、工事

請負費で２億２，８００万円のそれぞれ追加、徴税費、賦課徴収費の旅費で２万円の減額、

需用費、消耗品費で７万円、使用料で５千円のそれぞれ追加、負担金で１６万円の減額、

監査委員費、監査委員費の旅費で５万円の減額、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費の

賃金で６４万５千円の減額、繰出金で国保会計へ２，１３３万６千円の追加、北海道医療

給付事業費の役務費で１５万２千円、負担金で３１万３千円、扶助費で３９９万５千円の

それぞれ追加であります。老人福祉費の委託料で１５０万円の減額、在宅福祉費の負担金

で４９万１千円の減額、繰出金で６０万７千円の追加、後期高齢者医療費の繰出金で８４

万８千円の減額、児童福祉費、児童福祉施設費は財源内訳の補正です。児童措置費の扶助

費で１２０万円の減額、こども園費が財源内訳の補正であります。衛生費、保健衛生費、

保健衛生総務費の負担金で、厚生病院運営負担金で２２５万円の追加、予防費の委託料で

合計７８万円の減額、保健指導費の需用費、修繕料で８万１千円の追加、委託料で４８万

５千円、扶助費で１７１万９千円のそれぞれ減額、環境衛生費の需用費、修繕料で２万７

千円の追加、へき地保健対策費の需用費、合計で５５万円の追加、清掃費、清掃総務費の

賃金で４万７千円、需用費、合計で２９万３千円のそれぞれ追加、負担金で５０万５千円

の減額、農林費、農業費、農業委員会費の報償費で９千円、旅費で５万円、交際費で３万

円、需用費、食糧費で１万４千円、使用料で２千円、負担金で５千円のそれぞれ減額、農
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業振興費の負担金で合計４１６万５千円の減額、農業開発研究費は財源内訳の補正であり

ます。畜産業費の委託料で合計３，８２７万４千円の減額、負担金で合計９４１万９千円

の追加であります。農業用水事業費の需用費、光熱水費で３６万５千円の追加、工事請負

費で１７８万２千円、繰出金で合計１，１０１万４千円のそれぞれ減額、土地改良事業費

の報酬で１７万２千円、賃金で５８万４千円、旅費で３万５千円、需用費、修繕料で８３

万５千円、委託料で３１万３千円のそれぞれ減額、負担金で道営鹿追美蔓地区外８事業の

合計で５，２３３万１千円の追加、林業費、林業振興費の報償費で１９万５千円、役務費

で３８万９千円、委託料で２００万１千円、負担金で合計１１５万２千円のそれぞれ減額、

款項、商工費、商工業振興費は財源内訳の補正です。観光費の工事請負費で２５万２千円

の減額、陶芸センター費は財源内訳の補正です。土木費、道路橋りょう費、道路維持費の

賃金で２０万円の減額、需用費、合計で除雪等で２３３万円、同じく委託料で２，０００

万円、使用料で１００万円のそれぞれ追加、道路新設改良費の委託料で２１万６千円、公

有財産で９万円、補償補填で２００万円のそれぞれ減額、河川費、河川費の委託料で４千

円、工事請負費で２６２万円のそれぞれ減額、都市計画費、公園緑地費の賃金で１０万７

千円の減額、款項、消防費、常備消防費の負担金で合計１８４万９千円の減額、非常備消

防費の報酬で７万円、報償費で４万円、交際費で５万円、需用費、合計で８万円、備品購

入費で２万７千円、負担金で合計４万８千円のそれぞれ減額、旧消防組合精算費は財源内

訳の補正であります。教育費、教育総務費、教育委員会費の報酬で４５万７千円の減額、

事務局費の賃金で２０万円の減額、教育振興費の委託料、合計で１１２万６千円、貸付金

で２３４万５千円のそれぞれ減額、財産管理費の役務費で５万円の減額、共同調理場費の

需用費、修繕料で６５万１千円の追加、自然体験留学事業費の需用費、賄材料費で３０万

円、委託料で合計２７万５千円のそれぞれ減額、小学校費、学校管理費の扶助費で５０万

円の減額、中学校費、学校管理費は財源内訳の補正であります。社会教育費、社会教育総

務費の報酬で１４万６千円、報償費で２０万円のそれぞれ減額、図書館費の賃金で５８万

１千円の減額、神田日勝記念美術館費の報償費で７万円、旅費で１３万円、委託料で８万

６千円のそれぞれ減額、青少年活動推進費の負担金で３７万６千円の減額、保健体育費、

体育振興費の使用料で４万９千円の減額、款項、公債費、元金の償還金で７８４万８千円

の減額、利子の償還金で、合計９７８万７千円の減額、諸支出金、基金費の積立金で、財

政調整基金外合計で３，０４７万５千円の減額、災害復旧費、その他公共施設・公用施設

災害復旧費、その他公共施設・公用施設災害復旧費の需用費、合計で９８６万５千円の減
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額、工事請負費で９７０万円の追加であります。次に歳入２５ページからご説明いたしま

す。町税、町民税、個人の現年課税分で４３１万６千円の追加、法人の現年課税分で合計

１，７２３万６千円の追加、滞納繰越金で１千円の減額、固定資産税、固定資産税の現年

課税分で１万円の追加、滞納繰越分で７万２千円の減額、軽自動車税、軽自動車税の現年

課税分で１６０万円の追加、滞納繰越分で１千円の減額、市町村たばこ税、市町村たばこ

税の現年課税分で１６６万６千円の減額、入湯税、入湯税の現年課税分で３４２万７千円

の減額、款項目、地方特例交付金の地方特例交付金で８６万７千円の追加、款項目、地方

交付税の地方交付税で５，０００万円の減額、分担金及び負担金、分担金、農林費分担金

の農業費分担金で９８６万１千円の追加、負担金、教育費負担金の教育総務費負担金で３

７万円の減額、使用料及び手数料、使用料、総務使用料の総務管理使用料で２８万１千円

の減額、農林使用料の農業使用料で合計１，５９０万３千円の減額、教育使用料の教育総

務使用料で合計２３９万１千円の減額、社会教育使用料で合計１２万７千円の減額、手数

料、衛生手数料の清掃手数料で９万円の追加、項目、証紙収入の証紙収入で１４７万円の

減額、国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金の社会福祉費負担金で２万３千円の減

額、児童福祉費負担金で９９万１千円の減額、災害復旧費国庫負担金の災害復旧費負担金

で６９５万８千円の追加、国庫補助金、総務費国庫補助金の総務管理費補助金で合計１億

１，８５４万円の追加、委託金、総務費委託金の総務管理費委託金で８千円の追加、農林

費委託金の農業費委託金で９千円の減額、道支出金、道負担金、民生費道負担金の社会福

祉費負担金で合計６４万８千円の減額、児童福祉費負担金で２０万７千円の減額、道補助

金、総務費道補助金の総務管理費補助金で合計４１５万７千円の減額、民生費道補助金、

社会福祉費補助金で合計８５万８千円の減額、児童福祉費補助金で９６万４千円の追加、

農林費道補助金の農業費補助金で合計５９９万１千円の追加、林業費補助金で合計１５８

万８千円の減額、商工費道補助金の商工費補助金で１０６万６千円の減額、委託金、農林

費委託金の農業費委託金で合計１６１万８千円の減額、財産収入、財産運用収入、利子及

び配当金の利子及び配当金で合計４７万９千円の追加、財産売払収入、不動産売払収入の

土地売払収入で合計５８５万２千円の追加、物品売払収入の物品売払収入で合計５５万６

千円の追加、加工品売払収入で合計２５７万２千円の減額、款項、寄附金、一般寄附金の

一般寄附金で、ふるさと納税寄附金６，０００万円の減額、総務費寄附金の総務管理費寄

附金で、町内泉町の山岸昇様よりこども園整備のため２００万円、帯広市の株式会社安井

測量設計事務所様から交通安全推進のため１０万円、昨年の台風被害のため熊本県町村会
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様より２万１千円、ファイターズ台風被害義援金募集活動会様より５０万６千円、株式会

社北海道日本ハムファイターズ様より４万７千円、北海道日本ハムファイターズ選手会様

より４万７千円の合計２７２万１千円の追加、繰入金、基金繰入金、交通安全推進基金繰

入金の、交通安全推進基金繰入金で３千円の追加、修学基金繰入金の修学基金繰入金で２

３４万４千円の減額、鹿追町ふるさと寄附金基金繰入金の鹿追町ふるさと寄附金基金繰入

金で３，１９０万円の減額、環境保全センター基金繰入金の環境保全センター基金繰入金

で１，２００万円の減額、町づくり基金繰入金の町づくり基金繰入金で６万１千円の減額、

款項目、繰越金の前年度繰越金で２４６万４千円の減額、諸収入、貸付金元利収入、貸付

金元利収入の貸付金元利収入で２４２万５千円の追加、受託事業収入、農林費受託事業収

入の農業費受託事業収入で１０９万５千円の減額、雑入、雑入の雑入で合計３，１９４万

９千円の追加であります。款項、町債、総務債の総務管理債で合計１億８２０万円の追加、

民生債の児童福祉債で７０万円の減額、衛生債の保健衛生債で２３０万円の追加、農林債

の農業債で合計で６９０万円の減額、商工債の商工債で合計で１，１３０万円の追加、土

木債の道路橋りょう債で合計で１，４１０万円の減額、教育債の教育総務債で１５０万円

の減額、災害復旧債の農林水産施設災害復旧債で６，２２０万円の追加、公共土木施設災

害復旧債で６１０万円の追加であります。次に２１ページ、第２表の継続費の補正につい

てご説明申し上げます。事業名は、平成２８年度然別演習場障害防止対策事業（場内砂防

工）で総額及び年割額の変更であり、総額から１，９０６万円を減額し、９，５５６万３

千円とし、年割額の内、平成２８年度は１，８２３万４千円、平成２９年度は７，７３２

万９千円にそれぞれ変更するものであります。次に２２ページ、第３表の地方債の補正、

追加、変更についてご説明いたします。はじめに追加についてご説明します。起債の目的

は、防災対策事業、自然災害防止で限度額は６，１７０万円以内、一般補助施設等整備事

業で限度額は１億８００万円以内、災害復旧事業で限度額は６６０万円以内であり、起債

の方法、利率、償還の方法は当初予算の内容と同様となっております。次に変更は、起債

の目的は、辺地対策事業で限度額から１，５７０万円を減額しまして、補正後の限度額を

４億６，１６０万円とし、過疎対策事業は限度額に６３０万円を追加しまして補正後の限

度額を４億９，２１０万円とし、限度額以外の変更はございません。 

次に議案第１１号は、平成２８年度国民健康保険特別会計補正予算第４号となるもので

あります。平成２８年度国民健康保険特別会計補正予算第４号は次に定めるところによる

といたしまして、第１条は歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出からそれぞれ４，０３８
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万７千円を減額しまして総額を９億５７２万９千円とするものであります。補正予算の内

容につきましては、歳出７５ページよりご説明いたします。総務費、総務管理費、一般管

理費の需用費、消耗品費で２万円の追加、役務費で２万９千円、委託料で５万円のそれぞ

れ減額、負担金で９３万８千円の追加、町税費、賦課徴収費の旅費で２万１千円、需用費、

印刷製本費で２千円、役務費で４千円のそれぞれ減額、保険給付費、療養諸費、一般被保

険者療養給付費の負担金で２，５００万円の減額、退職被保険者等療養給付費の負担金で

５００万円の減額、一般被保険者療養費の負担金で５５万円の減額、退職被保険者等療養

費の負担金で４万１千円の追加、高額療養費、一般被保険者高額療養費の負担金で５００

万円の減額、退職被保険者等高額療養費の負担金で２０万円の減額、一般被保険者高額介

護合算療養費の負担金で１５万円の減額、退職被保険者等高額介護合算療養費の負担金で

７万円の減額、葬祭諸費、葬祭費の負担金で５万円の減額、款項目、後期高齢者支援金及

び介護納付金は財源内訳の補正であります。款項、共同事業拠出金、高額医療費拠出金の

負担金で７０万８千円の追加、保険財政共同安定化事業拠出金の負担金で１，３９０万４

千円の減額、保健事業費、特定健康診査等事業費、特定健康診査等事業費の役務費で１万

８千円の減額、委託料で４８万円の追加、款項目、保健事業費の委託料で合計７８万１千

円の追加、款項目、基金積立金の積立金で５００万円の追加、諸支出金、償還金及び還付

加算金、一般被保険者保険税還付金の償還金で１７万円の減額、退職被保険者等保険税還

付金の償還金で２万円の減額、繰出金、直営診療施設勘定繰出金の繰出金で１８８万３千

円の追加であります。次に歳入７０ページからご説明いたします。款項、国民健康保険税、

一般被保険者国民健康保険税の医療給付費分現年課税分で３２２万９千円、後期高齢者支

援金分現年課税分で７１万４千円、介護納付金分現年課税分で３９万１千円、医療給付費

分滞納繰越分で３０万円、後期高齢者支援金分滞納繰越分で４万円のそれぞれ減額、退職

被保険者等国民健康保険税の医療給付費分現年課税分で６４万円、後期高齢者支援金分現

年課税分で２５万３千円、介護納付金分現年課税分で１５万１千円のそれぞれ減額、国庫

支出金、国庫負担金、療養給付費等負担金の現年度分で２，２４０万７千円の減額、高額

医療費共同事業負担金の高額医療費共同事業負担金で１７万７千円の追加、特定健康診査

等負担金の現年度分で１６万６千円の追加、国庫補助金、財政調整交付金の財政調整交付

金で普通調整交付金及び特別調整交付金の合計で４１４万７千円の減額、国民健康保険制

度関係業務準備事業費補助金の国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金で９３万８千

円の追加、款項目、療養給付費交付金の現年度分で９４９万８千円の減額、款項目、前期
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高齢者交付金の前期高齢者交付金で７３４万５千円の減額、道支出金、道負担金、高額医

療費共同事業負担金の高額医療費共同事業負担金で１７万７千円の追加、特定健康診査等

負担金の現年度分で１６万６千円の追加、道補助金、財政調整交付金の財政調整交付金で

普通調整交付金及び特別調整交付金の合計で５４２万２千円の減額、款項目、共同事業交

付金の共同事業交付金で１，１４０万７千円の減額、保険財政共同安定化事業交付金で２，

４２４万４千円の減額、繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金

で２，１３３万６千円の追加、款項目、繰越金の前年度繰越金で２，６８４万１千円の追

加であります。 

次に議案第１２号は、平成２８年度国民健康保険病院事業会計補正予算第１号となるも

のであります。第１条、平成２８年度国民健康保険病院事業会計補正予算第１号は、次に

定めるところによるといたしまして、第２条は、予算第２条に定めます業務の予定量の補

正であり、（３）年間患者数１入院、「１万４，６００人」を２４２人減としまして、｢１万

４，３５８人｣に、２外来「２万１，８７０人」を２０６人増といたしまして、「２万２，

０７６人」に、（４）１日平均患者数１入院｢４０人｣を１人減として「３９人」に、２外来

｢９０人｣を１人増として｢９１人｣に、（５）建設改良事業１有形固定資産購入費「４９５万

８千円」を５４万円減額しまして、「４４１万８千円」にそれぞれ改めるものであります。

第３条は、予算第３条に定めます収益的収入及び支出の補正であり、収入の補正につきま

しては、第１款、病院事業収益、第１項、医業収益から５４３万４千円の減額、第２項、

医業外収益に３８８万６千円の追加で、合計１５４万８千円の減額で、補正後の額を７億

４，１７６万５千円とするものであります。支出につきましては、第１款、病院事業費用、

第１項、医療業用から１５４万８千円減額し、補正後の額を７億４，１７６万５千円とす

るものであります。第４条は、予算第４条に定めます資本的収入及び支出の補正であり、

かっこ書中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「３３０万６千円」から７

７万９千円を減額しまして「２５２万７千円」に改め、収入の補正は、第１款、資本的収

入、第２項、他会計補助金に２３万９千円を追加し、補正後の額を４，１５０万３千円と

し、支出の補正は第１款、資本的支出、第１項、建設改良費から５４万円を減額しまして、

補正後の額を４，４０３万円とするものであります。第５条は、予算第６条に定めます議

会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であり、（１）職員給与費「４億

１５３万円」から２，８７５万５千円を減額しまして「３億７，２７７万５千円」とする

ものであります。第６条は、予算第７条に定めます他会計からの補助金の補正であり「２
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億１，５２７万７千円」に１８８万３千円を追加しまして「２億１，７１６万円」とする

ものであります。第７条は、予算第８条に定めますたな卸資産の購入限度額の補正であり

「１億４，８００万円」に２，４６０万円を追加して「１億７，２６０万円」とするもの

であります。補正の詳細につきましては予算説明書により説明申し上げます。収益的収入

及び支出の収入は病院事業収益、医業収益、入院収益で１５万５千円の追加、外来収益で

７７２万３千円の減額、その他医業収益で２１３万４千円の追加で、合計５４３万４千円

の減額、医業外収益の他会計補助金で１６４万４千円の追加、患者外給食収益で９万５千

円の減額、その他医業外収益で２３３万７千円の追加で、合計３８８万６千円の追加であ

ります。次に支出は、病院事業費用、医業費用、給与費で給料外で合計２，８７５万５千

円の減額、材料費の薬品費で２，４６０万円の追加、経費の消耗品外で合計１９３万円の

追加、資産減耗費のたな卸資産減耗費外で合計６７万７千円の追加となるものであります。

次に資本的収入及び支出の収入は、資本的収入、他会計補助金、他会計補助金で２３万９

千円の追加、支出につきましては資本的支出、建設改良費、有形固定資産購入費の器械備

品購入費で５４万円の減額となるものであります。 

次に議案第１３号は、平成２８年度簡易水道特別会計補正予算第６号となるものであり

ます。平成２８年度簡易水道特別会計補正予算第６号は、次に定めるところによるといた

しまして、第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出にそれぞれ６０万９千円を追

加しまして、総額を２億５，３５７万円とするものであります。補正予算の内容につきま

しては、歳出９３ページよりご説明申し上げます。事業費、水道総務費、一般管理費の役

務費で３万５千円、公課費で２１万７千円のそれぞれ追加、水道施設費、施設管理費の需

用費、合計で５５万円、役務費で然別湖畔地区取水スクリーン取替に１４７万円のそれぞ

れ追加、委託料で５万５千円、工事請負費で合計１８１万６千のそれぞれ減額、原材料費

で９０万円の追加、災害復旧費、簡易水道施設災害復旧費、簡易水道施設災害復旧費の工

事請負費で６９万２千円の減額であります。次に歳入９１ページからご説明します。使用

料及び手数料、使用料、水道使用料の水道使用料で６５万円の減額、繰入金、他会計繰入

金、一般会計繰入金の一般会計繰入金で２３万１千円の追加、款項目、繰越金の前年度繰

越金で１２万８千円の追加、国庫支出金、国庫補助金、簡易水道事業費国庫補助金の、簡

易水道事業費国庫補助金で調整交付金９０万円の追加となるものであります。 

次に議案第１４号は、平成２８年度下水道特別会計補正予算第５号となるものでありま

す。平成２８年度下水道特別会計補正予算第５号は、次に定めるところによるといたしま
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して、第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出からそれぞれ１，０５７万８千円

を減額しまして、総額を３億５４３万８千円とするものであります。第２表は、地方債の

補正変更であります。補正予算の内容につきまして、歳出１０３ページよりご説明申し上

げます。管理費、一般管理費、一般管理費の負担金で８万円の減額、公課費で６１万２千

円の追加、施設管理費、公共下水道施設管理費の需用費、修繕料で３２万４千円の追加、

委託料で１５万７千円の減額、農業集落排水施設管理費の需用費、光熱水費で１００万円、

委託料で１８万６千円、工事請負費で９万３千円のそれぞれ減額、款項、事業費、公共下

水道事業費の委託料で１７８万６千円、工事請負費で２５０万１千円のそれぞれ減額、個

別排水処理施設整備事業費の役務費で５００万円、委託料で２５万３千円、工事請負費で

４５万８千円のそれぞれ減額となります。続きまして歳入１０１ページとなります。国庫

支出金、国庫補助金、下水道事業費国庫補助金の公共下水道事業費補助金で２２１万５千

円の減額、繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金の一般会計繰入金で１，１２４万５千

円の減額、款項目、繰越金の前年度繰越金で４８８万２千円の追加、款項、町債、下水道

事業債の公共下水道事業債で２２０万円の減額、個別排水処理施設整備事業債で２０万円

の追加となるものです。次に９８ページ、第２表の地方債の補正、変更についてご説明申

し上げます。起債の目的は、特定環境保全公共下水道事業及び個別排水処理施設整備事業

であり特定環境保全公共下水道事業は、限度額から２２０万円を減額しまして、補正後の

限度額を３，７６０万円に、個別排水処理施設整備事業は限度額に２０万円を追加して、

補正後の限度額を１，４９０万円とするもので限度額以外の変更はございません。 

次に議案第１５号は、平成２８年度介護保険特別会計補正予算第３号となるものであり

ます。平成２８年度介護保険特別会計補正予算第３号は、次に定めるところによるといた

しまして、第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出からそれぞれ１１９万２千円

を減額しまして、総額を５億４２０万６千円とするものであります。補正予算の内容につ

きまして、歳出１１６ページよりご説明申し上げます。総務費、総務管理費、一般管理費

の役務費で１千円、負担金で７５万６千円のそれぞれ追加、介護認定審査会費、介護認定

審査会費の負担金で４千円の追加、保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス

給付費の負担金で１３５万２千円の減額、施設介護サービス給付費は財源内訳の補正であ

ります。福祉用具購入費の負担金で２３万８千円の追加、住宅改修費の負担金で１４万４

千円の減額、地域密着型サービス給付費の負担金で１１６万６千円の追加、高額介護サー

ビス等費、高額介護サービス等費の負担金で７２万７千円の追加、特定入所者介護サービ
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ス等費、特定入所者介護サービス等費の負担金で１９４万９千円の減額、地域支援事業費、

介護予防事業費、介護予防高齢者施策事業費の報償費で１万８千円の減額、包括的支援任

意事業費の任意事業費の職員手当等で２２万１千円、報償費で２万円、旅費で７万９千円、

需用費、消耗品で１万円、役務費で１万円、委託料で２２万２千円、負担金で５万円のそ

れぞれ減額、款項、基金積立金、介護給付費準備基金積立金の積立金で９千円の減額であ

ります。続きまして、歳入１１１ページとなります。款項、介護保険料、第１号被保険者

保険料の現年度分で７７５万３千円の減額、滞納繰越分で４万５千円の追加、国庫支出金、

国庫負担金、介護給付費負担金の現年度分で９６万円の追加、国庫補助金、調整交付金の

現年度分調整交付金で１６５万円の追加、地域支援事業交付金の現年度分で２８万円の減

額、介護保険事業費補助金の介護保険事業費補助金で２２万円の追加、道支出金、道負担

金、介護給付費負担金の現年度分で６０万７千円の減額、道補助金、地域支援事業交付金

の現年度分で１４万２千円の減額、款項、支払基金交付金、介護給付費交付金の現年度分

で１０７万４千円の減額、地域支援事業交付金の現年度分で１６万５千円の減額、財産収

入、財産運用収入、利子及び配当金の利子及び配当金で９千円の減額、繰入金、一般会計

繰入金、介護給付費繰入金の現年度分で１６万２千円の減額、地域支援事業繰入金の現年

度分で２７万３千円の追加、その他一般会計繰入金の事務費繰入金で５４万１千円の追加、

低所得者保険料軽減繰入金の現年度分で４万５千円の減額、基金繰入金、介護給付費準備

基金繰入金の介護給付費準備基金繰入金で１５万７千円の追加、款項目、繰越金の前年度

繰越金で５１万４千円の追加、町債、財政安定化基金貸付金、財政安定化基金貸付金の財

政安定化基金貸付金で４７７万９千円の追加、諸収入、雑入、返納金の返納金で１万７千

円の追加、雑入の雑入で１１万１千円の減額となるものであります。 

次に議案第１６号は、平成２８年度後期高齢者医療特別会計補正予算第２号となるもの

であります。平成２８年度後期高齢者医療特別会計補正予算第２号は、次に定めるところ

によるといたしまして、第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出にそれぞれ４８

８万３千円を追加しまして、総額を７，８５９万６千円とするものであります。補正予算

の内容につきまして、歳出１２７ページよりご説明いたします。款項目、後期高齢者医療

広域連合納付金の負担金で４８８万３千円の追加となります。続きまして歳入の説明をい

たします。説明、１２５ページとなります。款項、後期高齢者医療保険料特別徴収保険料

の現年度分で３５万４千円の減額、普通徴収保険料の現年度分で５３０万５千円、滞納繰

越分で７万１千円のそれぞれ追加、繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金の保険基盤安
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定繰入金で８４万８千円の減額、款項目、繰越金の前年度繰越金で７０万９千円の追加と

なるものであります。以上、議案第１０号、平成２８年度一般会計補正予算第１２号から

議案第１１号から議案第１６号の６特別会計につきまして、一括してご説明申し上げまし

た。ご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

議案第１０号、それではここで暫時休憩休憩といたします。再開は２時とします。 

休憩 １３時４９分 

再開 １４時００分 

○議長（埴渕賢治） 

休憩前に引き続き会議を再開します。議案第１０号、平成２８年度鹿追町一般会計補正

予算第１２号についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑ある方はページ数

をよろしくお願いします。９番、吉田稔議員。 

○９番（吉田稔） 

 ページ数でいくと４４ページ、公害防災費の関係で、これ新聞報道等々でね、あの記事

として出ていたわけだけれども、鹿追の防災拠点の分について７５％しかまだその補強工

事、改修工事が行われていないという報道があったわけですけれども、これら等々件数に

して８件かな。その部分でどことどこがね、そういうような防災の拠点等々の改修が行な

われていないのか。これについてまず説明をいただきます。 

○議長（埴渕賢治） 

 島町民課長。 

○町民課長（島かおる） 

 はい。先般、十勝毎日新聞社に出ました防災の拠点、鹿追町が７５％という数字が出て

おりました。これにつきましては調査項目で拠点となりうるといいますか、公民館等です

ね。まず全ての数を掲載、カウントいたしました。これはあの町々、その町々でですね、

カウントの仕方が異なっていたという部分もあるかと思いますが、本町についは公民館、

それから保育園、保育所、地域保育所ですね、それも含めてカウントいたしました。それ

で防災拠点、すなわち私たちが準備しております避難所というものにつきましては、全て

耐震がされているということで、カウントの仕方について若干捉え方が違っていたのかと

いうことで７５％という数字が出ておりますので、避難所１００％ということでご安心い

ただければと思います。はい。ご心配かけました。 
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○議長（埴渕賢治） 

９番、吉田稔議員。 

○９番（吉田稔） 

 あのそういうことであれば１００％大丈夫だということを町民に向かって正々と言わん

きゃならんわな。それでやっぱりあの何ていうのかな。そういうのについては時代の要請

とともにね変わっていく可能性もゼロではないわけだし、その分でねその保育所、これ常

駐しているところだよね。公民館であれば一部常駐、一部会合等々があった場合について

はそこを利用するということだけれども、一定区分やっぱり昼間的にはその分については

ね、その保育園の場合については耐震の部分には属しているの、属していないの。その拠

点の部分からいくと属していないという言い方するんだけれども、その園児がいる耐震補

強等々含めてね、それをしなきゃならん、本質的にしなきゃならんもんなのか。責任の区

分としてしなきゃならんもんなのか。その辺の部分はっきりちょっとさせてほしいな。 

○議長（埴渕賢治） 

 津田建設水道課長。 

○建設水道課長（津田祐治） 

 吉田議員の質問に対してお答えいたします。ちょっと今、私、資料を持ってきていない

んですけれども、耐震の対応の特定建築物というのが決まっておりまして、それはあの例

えば公民館類ですとか、それから幼稚園、保育所であれば、例えばですね２階建て以上の

５００平米以上だとかあります。それであの先日のその十勝毎日新聞の一番下の方の欄に

も出ておりましたけれども、木造平屋は対象になっていないという形の書き方があったと

思うんですね。それでそういうのまで入れてしまうと、とんでもないことになってしまう。

そういう対象には、耐震の対象には入っておりません。ですからあとその耐震対象の物件

につきましては本町は１００％終了しているということでございます。 

○議長（埴渕賢治） 

 田町長。 

○町長（田弘志） 

 あの今後、保育所だとかそういうところがね耐震改修を町は、する予定はありませんか

ら。１００は１００です。それでご理解いただきたい。 

○議長（埴渕賢治） 

９番、吉田稔議員。 
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○９番（吉田稔） 

 そこでね、その新聞を見たかどうか分からないけれども、町民の方から町民ホールが耐

震化なっていないんだという話があったけれども、それは課長に確認したら、それはなっ

ていると。だけどそのときおっしゃっていたのは、その電気の部分で電気の部分で容量が

大きくなったせいなのかどうか分からんけれども、なんせ配線に熱を持つんだということ

を言われておりましたんでね、これあたり建設課長をもってちょっと調査してもらえれば

町民に対して、そういってきた人に対してですね、私もきちっとしたことができるという

こともありますんで、これ後で結構ですんでね、そこら辺りも調査をしていただきたいな

というふうに思います。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、津田建設水道課長。 

○建設水道課長（津田祐治） 

 吉田議員さんの質問に対してお答えいたします。多分、全部が全部ということは間違え

なくありえないと思いますので、その場所についてですね、ちょっと確認させていただい

てですね、そして調べさせていただきたいと思います。 

○議長（埴渕賢治） 

 他、質疑ありませんか。６番、上嶋和志議員。 

○６番（上嶋和志） 

 ４２ページの委託料、鹿追町、鹿追町１００年史調査業務委託料ということで１２０万

の減額ということでございます。鹿追開町以来の１００年ということで記念史を発刊する

運びとなっていると思うんですけど、これがいつ発刊予定であってまたその減額になった

理由についてお聞きいたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 渡辺企画財政課長。 

○企画財政課課長（渡辺利信） 

 この１００年史の関係につきましては、従前まで高橋行夫先生に編さんを、編さんとい

うか調査をお願いしておったところでございますが、一昨年の３月３１日付けをもってで

すね、ちょっと体調上優れないので何とか降ろしていただきたいということで、何度もお

願いに行ったんでございますが、ちょっと体力的に難しいということでですねご辞退の意

向がございました。２８年度になってからですね、いろいろな方々、累計で７、８人の方々
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のお宅にお邪魔してですね、お願いしたんですがなかなかやってくれる方がいらっしゃら

なかったということで、それでそんなこともあって高橋先生はですね、実際の契約は切れ

ていたんですけれども、やり残したことがあったということで任意継続的に少しやってい

ただくこともございます。実際にですね１００年史につきましては、開町１００年が４年

後でございますから、その翌年には発行したいという意向を持っております。来年以降に

つきましてもですね、一応予算組んでおりますのでぜひ新しい方を見つけてですね、とり

あえず今まだ若干の部分のですねデータがない部分がございますので、例えば新しくでき

た水素ステーションですとか、新しい部分の記述がまだない部分がございますので、そう

いうデータ収集ですとかですね、１００年に向けた部分についてですね新しい人探してで

すね、何とか発刊できるような形でですね、今、鋭意努力している最中でございます。 

○議長（埴渕賢治） 

 ６番、上嶋和志議員。 

○６番（上嶋和志） 

 了解いたしました。ぜひですね高橋さんこれまでやっておられたことも引き継いで開町

１００年の翌年には、発刊の運びとなるよう願っておる次第でございます。以上です。 

○議長（埴渕賢治） 

 他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第１０号を採決します。

この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１１号、平成２８年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算第４号についてを議

題とします。これから質疑を行います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第１１号を採決します。 

この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１２号、平成２８年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正予算第１号について

を議題とします。これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第１２号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１３号、平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算第６号についてを議題と

します。これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第１３号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

議案第１４号、平成２８年度鹿追町下水道特別会計補正予算第５号について、これから

質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第１４号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

議案第１５号、平成２８年度鹿追町介護保険特別会計補正予算第３号について、これか

ら質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第１５号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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起立１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１６号、平成２８年度鹿追町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号について、

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第１６号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

     日程２２ 議案第１７号 平成２９年度鹿追町一般会計予算について 

     日程２３ 議案第１８号 平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算につ

いて 

     日程２４ 議案第１９号 平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算

について 

     日程２５ 議案第２０号 平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計予算について 

     日程２６ 議案第２１号 平成２９年度鹿追町下水道特別会計予算について 

     日程２７ 議案第２２号 平成２９年度鹿追町介護保険特別会計予算について 

     日程２８ 議案第２３号 平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて 

○議長（埴渕賢治） 

 日程２２、議案第１７号、平成２９年度鹿追町一般会計予算について、日程２３、議案

第１８号 平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算について、日程２４、議案第１

９号、平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について、日程２５、議案第２
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０号、平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計予算について、日程２６、議案第２１号、平

成２９年度鹿追町下水道特別会計予算について、日程２７、議案第２２号、平成２９年度

鹿追町介護保険特別会計予算について、日程２８、議案第２３号、平成２９年度鹿追町後

期高齢者医療特別会計予算について、以上７件、関連がありますので一括議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

 議案第１７号、平成２９年度鹿追町一般会計予算及び議案第１８号、平成２９年度国民

健康保険特別会計予算から、第２３号、平成２９年度後期高齢者医療特別会計予算までの

６特別会計、計７件につきまして一括説明を申し上げます。予算書の表紙を開いていただ

き平成２９年度鹿追町各会計予算書別集計表により、その規模等を申し上げまして説明と

させていただきます。本年度当初予算費と前年度当初予算費の比較であります。まず、平

成２９年度一般会計当初予算は６５億２，６００万円となっております。前年度当初予算

費では１４億１，３００万円、１７．８％の減であります。その要因につきましては美蔓

地区国営かんがい排水事業の一括繰上償還で５億７，０００万円、町営牧場育成舎整備事

業で６億８，７００万円、スポーツセンター耐震改修事業で２億４，９００万円がそれぞ

れ減であり、経常経費につきましては極力抑制を行いながら予算編成を行いました。以下、

６特別会計について申し上げます。国民健康保険特別会計につきましては、当初予算額は

９億７，１６７万９千円であり、前年対比１，６６１万３千円、１．７％の増であり、広

域化に向けたシステム改修費の増によるものであります。国民健康保険病院事業会計につ

きましては、収益的収支、資本的収支合わせて当初予算額は７億７，００７万１千円であ

り、前年対比１，７８１万２千円、２．３％の減であります。その主な要因につきまして

は病院事業費用の減によるものであります。簡易水道特別会計につきましては、当初予算

額１億３，０９３万２千円であり、前年対比２４４万７千円、１．９％の増であり、いず

み野団地排水管整備によるものでございます。下水道特別会計では、当初予算額は３億６，

２３７万８千円であり、前年対比２，７４６万円、８．２％の増であり、いずみ野団地排

水管増設及び然別湖畔浄化センター機器更新の実施によるものであります。介護保険特別

会計につきましては、当初予算額４億７，０７５万８千円であり、前年対比４５４万８千

円、１．０％の減であり、地域支援事業が一般会計に移行したことによるものであります。

後期高齢者医療特別会計につきましては、当初予算額７，８３８万２千円であり、前年対

比４２２万円、５．７％の増であり、広域連合納付金の増によるものであります。全会計
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では、当初予算総額９３億１，０２０万円であり、前年対比１３億８，４６２万円、１２．

９％の減となるものであります。以上で、議案第１７号、鹿追町一般会計予算及び第１８

号から第２３号まで６特別会計予算につきまして、一括ご説明を申し上げました。ご審議

の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

 お諮りします。本案については、議長を除く１０人の委員で構成する平成２９年度各会

計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して会期中の審査にしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案については、平成２９年度各会計予算審査特別委員会を設置

し、これに付託して会期中の審査とすることに決定しました。ここで暫時休憩といたしま

す。再開は２時４０分とします。 

休憩１４時１９分 

再開１４時４０分 

○議長（埴渕賢治） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 この際、諸般の報告をいたします。休憩中の平成２９年度各会計予算審査特別委員会に

おいて委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元にまいりましたので報告

をいたします。委員長には武藤敦則委員、副委員長には安藤幹夫委員、以上のとおり互選

されましたので報告をいたします。なお、平成２９年度各会計予算審査特別委員会の日程

が、３月２１日、２３日、２４日と決定をいたしました。２１日、２３日は９時３０分か

ら、２４日は午後１時３０分からであります。併せて報告をいたします。 

     日程２９ 議案第２４号 上幌内辺地に係る総合整備計画の変更について 

○議長（埴渕賢治） 

日程２９、議案第２４号、上幌内辺地に係る総合整備計画の変更について、これから質

疑を行います。質疑ありませんか。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

議案第２４号は、上幌内辺地に係る総合整備計画の変更についてであります。提案理由

を申し上げます。総合整備計画は、辺地における公共施設等を整備する際に辺地対策事業
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債を借り入れする際に必要となるもので、総合整備計画一部を変更するものであります。

なおこの変更に伴います北海道との協議につきましては、先般同意を得ておりご提案申し

上げるものであります。変更の内容につきましてご説明いたします。上幌内辺地に係る総

合整備計画を変更したいので辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

等に関する法律第３条第８項において準用する同条第１項の規定に基づき、議会の議決を

求めるといたしまして、別紙、総合整備計画書の３、公共的施設の整備計画で施設名が観

光またはレクリエーション、美蔓貯水池周辺整備事業で事業費を３億７０万円とし、財源

内訳は一般財源が３億７０万円で、この内、辺地対策事業債の予定額を２億８，５１０万

円に変更するものであります。なおこれらの追加事業によりまして合計額につきましても

下段の金額から上段の括弧内の金額に変更となるものであります。以上、上幌内辺地に係

る総合整備計画の変更についてご説明申し上げました。ご審議の上、議決を賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第２４号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

     日程３０ 議案第２５号 公の施設の指定管理者の指定について 

○議長（埴渕賢治） 

日程３０、議案第２５号、公の施設の指定管理者の指定について、本案について、提案

理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 
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議案第２５号は、公の施設の指定管理者の指定についてであります。提案理由を申し上

げます。鹿追町経済観光交流館の管理につきましては鹿追町経済観光交流館条例、第４条

の交流館の管理及び鹿追町の公の施設の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、

第５条の公募によらない指定管理者の候補者の選定等の第１項、第１号、当該施設の性格、

規模及び機能により公募することが適さないと認められるときの規定に基づきまして公募

によらず、選定しました指定管理者の候補者の指定につきましてご提案申し上げるもので

あります。公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の

２、第６項の規定により、議会の議決を求めるといたしまして、公の施設の名称は、鹿追

町経済観光交流館で、所在地は、鹿追町新町１丁目４３番地であります。指定管理者とな

る団体の名称は、鹿追町商工会、所在地は、鹿追町新町１丁目４３番地で、代表者は、会

長、三井福成氏であります。指定の期間は、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１

日までの５年間であります。以上、経済観光交流館に係ります公の施設の指定管理者の指

定についてをご説明申し上げました。ご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

これから質疑を行います。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第２５号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

     日程３１ 議案第２６号 東京都台東区と北海道鹿追町との特定分野におけ

る連携に関する協定について 

○議長（埴渕賢治） 
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日程３１、議案第２６号、東京都台東区と北海道鹿追町との特定分野における連携に関

する協定について、本案について提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

議案第２６号は、東京都台東区と北海道鹿追町との特定分野における連携に関する協定

の締結についてであります。提案理由を申し上げます。鹿追町と東京都台東区との交流は

民間での三社祭への参加、東京鹿追会との交流をはじめとしまして、平成１８年度には仲

見世通りへの農産物物産販売、平成２４年度からは町内小学生の派遣事業を継続し、昨年

は田原小学校の児童の受け入れ、総合文化交流の実施など長年にわたり交流を継続してま

いりました。これらの実績を踏まえ、台東区と鹿追町のさらなる連携を進めるため協定の

締結をしようとするものであります。内容についてご説明いたします。鹿追町は東京都台

東区と特定分野における連携に関する協定を締結したいので、鹿追町議会の議決すべき事

件に関する条例、第２条の規定により議会の議決を求めるといたしまして、別紙、協定書

により６条で構成され、連携事業につきましては産業分野及び環境分野についてであり、

期間は平成２９年４月１日から平成３３年３月３１日までの４年間であります。以上、東

京都台東区と北海道鹿追町との特定分野における連携に関する協定の締結についてをご説

明申し上げました。ご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第２６号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会します。 
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散会 １４時５１分 
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平成２９年第１回鹿追町議会定例会会議録 
 

１ 議事日程第 ２号 

日時 平成２９年３月１６日（木曜日） 午前１０時００分 開 議 

  場所 鹿追町議会議場 

日程 １         一般質問 

               ８番  狩 野  正 雄 議員 

               ３番  畑    久 雄 議員 

１番  山 口  優 子 議員 

４番  台 蔵  征 一 議員 

２番  武 藤  敦 則 議員 

                                   

２ 本日の会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１１名） 

１番 山口 優子議員   ２番 武藤 敦則議員   ３番 畑  久雄議員 

４番 台蔵 征一議員   ５番 加納  茂議員   ６番 上嶋 和志議員 

７番 川染  洋議員   ８番 狩野 正雄議員   ９番 吉田  稔議員 

１０番  安藤 幹夫議員    １１番 埴渕 賢治議員 

 

４ 欠席議員（なし） 

 

５ 本会議に説明のため出席したもの 

町      長      田 弘 志 

 農業委員会会長        櫻 井 公 彦 

教育委員会教育長     大 井 和 行 

代 表 監 査 委 員     野 村 英 雄 

 

６ 町長の委任を受けて説明のため出席したもの 
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  副 町 長  松 本 新 吾 

  総 務 課 長  喜 井 知 己 

  企 画 財 政 課 長  渡 辺 利 信 

  町 民 課 長  島  か お る 

  農 業 振 興 課 長  菅 原 義 正 

建 設 水 道 課 長  津 田 祐 治 

  商 工 観 光 課 長  西 科 伸 之 

  兼ジオパーク推進室長 

  福 祉 課 長   佐々木 康 人 

  瓜 幕 支 所 長     檜 山 敏 行 

  病 院 事 務 長     菊 池 光 浩 

    子育てスマイル課長     浅 野 富 夫 

  消 防 署 長     内 海 卓 実 

  会 計 管 理 者             松 井 裕 二 

  総務課総務係長    武 者 正 人 

 企画財政課財政係長  佐 藤 裕 之 

  

７ 教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  学 校 教 育 課 長  大 前 健 也 

  社 会 教 育 課 長  浅 野 悦 伸 

     

８ 農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  事 務 局 長  櫻 庭   力 

 

９ 議会事務局職員出席者 

  事 務 局 長  黒 井 敦 志 

  書 記  坂 井 克 巳 
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平成２９年３月１６日（木曜日）午前１０時００分 開議 

○議長（埴渕賢治） 

 これから本日の会議を開きます。 

     日程１     一般質問 

○議長（埴渕賢治） 

 日程１、一般質問を行います。質問の通告がありますので、順次発言を許します。８番、

狩野正雄議員。 

○８番（狩野正雄） 

 ただ今、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問をいたします。私の

標題ですが、国民健康保険の運営再編に対する問題点はということで質問いたします。要

旨を述べます。町民の多くが加入している国民健康保険は、平成３０年度から運営が都道

府県単位に再編されることになっています。先ごろ報道された道の示す再編後の保険料の

仮算定によると、鹿追町のモデル世帯は２３万５，０００円から３６万５，５００円とな

り、５５．５％の増となることが示されました。このことに対して住民からは健康と安心

を守る制度が家計を苦しめる制度になるとの声が寄せられております。本町の保険料収納

率は９９．５９％であり、健康保険に対する意識は高い水準にあります。運営再編に伴う

住民の不安をなくし、スムーズな移行をどのように進めていくのか質問いたします。１、

国民健康保険が都道府県単位に再編する目的は。２、国民健康保険が道に移管されるに伴

い、運営や保険料の変更についての説明や周知の方法。３、保険料の激変緩和の方策はあ

るのか。４、特定健診の受診率や医療費などの、自治体の努力が再編後の保険料にどのよ

うに反映されるのか。５、地元（十勝管内）の意見をまとめ、道に伝える考えは。下段の

表はその資料として添付しております。以上です。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 狩野議員からは、国民健康保険の運営再編に対する問題点はという標題で５点にわたり

ましてご質問がございましたので順次お答えを申し上げます。持続可能な医療保険制度を

構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成２７年５月２７日に成立を

いたしました。この法律の成立によりまして、国民健康保険においては、平成３０年度か

ら、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の



－60－ 

国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図るとされているわけであります。１点

目の目的は、都道府県が財政運営の責任主体となって、安定的な効率的な事業の確保等の

国保運営の中心的な役割を担うという、この法律改正の目的の内容そのものであるわけで

あります。これまで地方自治体それぞれが法律に基づいてでありますけれども、ある程度、

町村の財政状況によってその格差等があったり、あるいは財源確保があったり、いろいろ

課題があったわけでありますけれども、それについての事務の効率化、あるいは標準化、

そして広域化によるメリットを追及しようということでありますので、ご理解をいただき

たいというふうに思っております。２点目の移行に伴う運営や保険料の変更についての説

明や周知の方法でありますけれども、現在市町村が個々に事業を運営をしていることが、

今度は道ということになるわけであります。道内の統一的な運営方針となる方向性につい

ての町民に対してのお知らせについては、いろいろな機会を捉えてこれまで行なってきた

ところでありますけれども、いよいよ具体的に納付金の算定方法、あるいは激変緩和等の

国保運営方針が策定されるわけでありますけれども、町広報やその他のですね、あらゆる

機会、メディアをとおしてＰＲをしていきたいと、このように考えているところでありま

す。３点目の激変緩和の方策でありますけれども、過日、新聞報道等で皆様方も目にされ

たというふうに思っているわけでありますが、このご指摘のとおり国民健康保険料の第１

回目の試算では、現行の保険料と仮算定の保険料には大きな差がございます。現在、道の

方でも激変が生じないように一人当たりの保険料の対前年度増加率が５％を超えないとい

う範囲での実施についてできるように検討をしているところでございます。引き続きこれ

らの内容等のしっかりとした裏付けがされるように、要請をしていく考えでございます。

４点目の特定健診の受診率や医療費の抑制等の自治体の努力が保険料にどう反映をされる

のかでありますけれども、特定健診の受診率については、保険者努力支援制度として国庫

補助金として財政支援されているのが現状であります。保険料の収納率や医療費水準によ

る格差も納付金の算定の中に含まれておりますが、引き続き他自治体とも連携をしてさら

なる要請をしていきたいと、このように考えているところであります。５点目の十勝管内

の意見をまとめて、道に伝える考えは、でありますが、十勝管内においても国民健康保険

料、年間医療費、収納率等それぞれの市町村で大きな差がありますことは議員も既にご承

知のことと思います。道の第１回目の試算においても大幅な増加が見込まれる町と、逆に

減額が見込まれる町があるだけに、十勝管内の意見を一つにまとめるかについてはさまざ

まな課題があるかと思いますだけに、これらの考えを一つにまとめるということは、いろ
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んな問題もあろうかと思います。しかし、いずれにしても町民負担、これが大きく変化を

し激増するということについては、これは各自治体避けるべきことでありますから、そう

いう意味ではある程度の意見の統一はできるかもしれません。従って私としてはこれらの

問題についても十勝町村会の中でも話し合いをしてですね、今後努力をしてまいりたいと、

このように考えているところであります。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問ありますか。８番、狩野議員。 

○８番（狩野正雄） 

 まず、予想を超えた数値が出てきたもので、非常に困惑しているというのが正直な感想

でございますけれども、また次の試算が出たらこの件についてもう一度考えを伺いたいと

思いますので、今日はぜひ十勝管内の情報とかそういったものを伝えていただけるように、

お願いして、以上で終わります。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁はいらないんですね。答弁を求めてますか。 

○８番（狩野正雄） 

 何かあればぜひ。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 町の試算が出た段階でということでありますので、要請のとおりですね、私も努力をし

ていきたいというふうに思っております。いずれにしても国保財政がですね、ひっ迫をす

る中で何らかの措置をしなければいけないということは事実でありますから、そういう意

味ではこの広域化がですね、いい方向に展開をされるようにわれわれもしっかりと努力を

させていただきますので、よろしく今後もご指導いただきたいというふうに思っておりま

す。以上であります。 

○８番（狩野正雄） 

 終わります。 

○議長（埴渕賢治） 

これで狩野正雄議員の質問を終わります。３番、畑久雄議員。 

○３番（畑久雄） 
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 議長のご了解をいただきましたので通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

標題、観光シーズン到来で来町者増加の方策はということで、要旨、本町は農業、教育、

観光を３本の柱に据えまちづくりを推進しているところであります。特に観光について、

昨年６月の定例会においてお考えをお伺いしたところであります。これからの観光が時代

に合った、この重要な課題を担うために、これらをしっかりと町として育てていく必要が

あると考え、活動のあり方について、今後協議の場を作っていきたいと述べられましたが、

今年度のお考えを以下２点についてお尋ねいたします。１、わが町の農業、教育、観光の

魅力ある地域資源を活用し、特色あるものを前面に出して来町者増加の具体的進展のお考

えは。２、パンフレット、インターネット等によるＰＲなど、観光客に理解しやすいもの

への転換についてのお考えは。２番目に標題２として鹿追町企業振興条例改正後について

お尋ねしたいと思います。条例の改正により企業化、既存企業などに体力つき経営安定に

大きな力となりますが、改正後の手応えはいかがということでお尋ねをいたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 畑議員からは「観光シーズン到来で来町者増加の方策は」及び「鹿追町企業振興条例改

正後について」と題して、３点についてご質問をいただきましたので順次お答えを申し上

げます。１点目の「わが町の農業、教育、観光の魅力ある地域資源を活用し、特色あるも

のを前面に出して来町者増加の具体的進展の考えは」についてお答えを申し上げますけれ

ども、ご質問の地域資源を活用した来町者増加についてでありますけれども、まず本町に

は地域の特色ある食材を使った農業と観光と新しい観光のあり方を牽引してきたファーム

レストラン、国内初の民設ガイドセンターのネイチャーセンター、さらには個人で起業し

たネイチャーガイド等豊富なアウトドアメニュー、さらには近年ではとかちジオパーク、

あるいは農業施設の充実、先進的な教育等々、これら受け入れ実績は大変私は増加をして

いるというふうに考えているところであります。さらに平成２７年度、２８年度で整備い

たしました然別湖畔園地などの整備につきましては、官民挙げて実施をしてきたところで

あります。近年の観光客の動向はインバウンドと呼ばれる海外からの観光客が増加をして

おり、特にアジア圏からの観光ブームも団体ツアーが一段落し、個人旅行に移行しはじめ

ております。国内、国外を問わず団体客から個人客への流れは加速をしており、いかに本

町の豊富な観光資源を生かし通過型から長時間滞在してもらい、どれだけ満足をしてもら
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うかが重要と考えており、点と点をつなぐサービスの創出など、個人型から滞在型への移

行、これについて観光業者が相互につながる仕組みを作っていかなければならないと考え

ております。しかしながら議員もご承知のとおり、然別湖のホテルが本年３月２０日をも

って一時休館と報道されておりまして、私はこれまでの観光の発信力、さらに高めようと

している矢先であるだけにですね、非常に大きなショックを受けているわけではあります

けれども、これについては今、企業とも話し合いをしておりますので、撤退だとかそうい

うことにはならないとは確信をしておりますけれども、一日も早く受け皿としての整備が

必要というふうに考えているところでございます。次に２点目の「パンフレット、インタ

ーネット等によるＰＲなど、観光客に理解しやすいものへの転換ついて」でありますけれ

ども、現在、パンフレットやホームページに関しては、主に観光協会が行なっているとこ

ろであり、内容等については理事会、あるいは総会において協議した上で実施していると

ころであります。特に近年はネット環境の普及により国内、海外を問わず観光客はリアル

タイムの情報、訪問地の口コミ評価など多岐にわたる情報を求めております。例をあげま

すと一昨年の登山道の閉鎖及び開通状況、昨年の台風による北岸野営場、然別峡野営場の

閉鎖及び道路状況などいち早くホームページに掲載し観光客に情報発信をしたところであ

ります。また、昨年、町のホームページについてもリニューアルをいたしまして、閲覧者

に見やすく利用しやすいものとしたところであります。さらに全職員のＳＮＳをツールと

した情報発信でできるように今現在、職員の研修等も実施しているところでございます。

いずれにしても紙媒体からメディア、そしてホームページ等々幅広い情報発信を今後も実

施をしていく考えでございますし、特に私は今年、これらについては大きなグレードアッ

プを図るための努力をしていきたい、このように考えております。次に３点目の「条例改

正により、起業家、既存企業などに体力がつき、経営安定に大きな力となる改正後の手応

えは」についてお答えを申し上げますけれども、企業振興条例につきましては、平成１７

年に５年間の期限付きスタートをし、支援策は今後も必要との観点から、これまでに期間

延長の改正４回を実施しております。また、平成２８年９月議会において補助限度額の拡

充なども行い、より利用のしやすい改正を行なったところであります。議員お尋ねの条例

改正後の手応えでありますけれども、４件の申請があり５５１万７千円を補助したところ

であります。改正後について現在のところ、申請は相談が３件ございまして、内容として

は増設あるいは新設ということでありますけれども、今年に入って具体的にそれらの展開

がされていくというふうに思っているところであります。町内の金融機関のいろいろな情
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報を聞きますと、本町のこうした事業の展開は非常に鈍いというお話もございますけれど

も、これは私は鹿追だけでなくて今の経済情勢等々、各地におけるそういう状況が本町に

も大きく影響している、こんなふうに思っておりますけれども、いずれにしてもこの制度

が生かされて本町で企業されるようなそうした動機付けの発信をこれからもですね、しっ

かりとやっていきたいとこのように考えておりますので、今後についてもよろしくご指導

をいただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問、ありますか。３番、畑議員。 

○３番（畑久雄） 

 まず、最初の来町者増加方策ということでお尋ねし、お考えをお伺いしたいところであ

りますけれども、実は先の定例会においても、さまざまなこの町の良いところがたくさん

あります。観光といえば一口に言えば済むんですけれども、そうではなくて観光プラス町

の施設、あるいは今年行われました水素ガスの関係だとか、これは本当に他に範とするも

のがある次第であります。また教育においても早くから幼小中高一貫教育等、他に比べて

先んじておりますので、そういった点をもっと前面に出しての来町者増加を図るべきだと

いうのが私の主張であります。最近のパンフレットなど見ますと本当にあのそういったこ

とがあまり載っていないです。例えば最初にこういった広げて見せる。それから次年度に

は今度、上の方に向けて見る。これは確かに観光に有効だと思います。しかしその前に行

われたいろいろな写真を掲載したこういうパンフレットがありました。これこそ私たちは

一番見やすくてすぐ分かる、そういった内容のものであります。ただ内容については本当

の観光しか載っていない。それではちょっと片手落ちではないかと。時代も変わりますの

でどんどん良いものができてきます。しかしこの町を知っていただくためには、やはり早

くというか分かりやすいパンフレットが一番必要ではないかと思います。これらを見てこ

の施設を見たい、この施設のところに行ってみたい、そういう理解しやすいものに方向転

換してほしいという願いであります。確かにそれぞれの観光協会など役員会もあるんでし

ょうけれども、そこまで推し量っての計画で進めておられると思うので、なお一層そうい

う努力をしていただきたいそう思うところであります。お尋ねしたいのは広い意味のわが

町の良いところをもっと前面に出してのＰＲをすべきではないか。それによって多くの来

町者を増加させたい、そういうことをもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（埴渕賢治） 
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答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 おっしゃられることはよく分かります。パンフレットだとかそういうもののデザイン

等々については、プロがこれが良かれということでの価値観というものがあるわけですけ

れども、その評価についてはですね、どれだけ見ていただいた方に訴えるものがあるかと

いうことであろうということだろうと思いますので、これについての見直し、これについ

ては必要というふうに考えています。本町いろいろな素材があります。正直言って私もで

すね発信する力というか、これが弱いとへたくそだと私自身も思っております。もっとも

っとですね、前面に出してもいいというふうに今考えておりますので、先ほども申し上げ

ましたけれども、今年はですね思い切った方策での発信をする、今、具体的にちょっと申

し上げられませんけれども考えておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思

っております。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 ３番、畑議員。 

○３番（畑久雄） 

 ぜひ、お考えのようでございますので期待しております。何とか分かりやすくて本当に

この町に行ってみたいなという感じのできるようなものを、ぜひ作っていただきたいと思

います。そしてやはりあの観光協会ばかりに任せるのではなくて、多くの方々を交えての

何ていうんですか、作成が必要ではないかと思いますのでどうぞそういった件でもぜひ良

いものを作っていただきたい、そう思います。では２番目の企業振興関係、お尋ねいたし

ます。確かに５５０万の資金でおやりになっておるという経過を聞きしました。しかしわ

が町も人口減というどこの町にもみえる、みられる現象でございますけれども、先に高校

の進路の先生方と懇談する機会がありまして、高校生方の考え方というか感じというか思

いは、やはり地元に残って貢献したいというそういう方が非常に多いということを聞きま

してうれしく思いました。しかし貢献したいと思ってもなかなか就職するところが少ない。

そういった面で非常にあのそういう思いを持つ人にがっかりさせております。何とかこう

いった振興条例がありますので、もうちょっとこのＰＲとかしていただいて、この町を元

気にしないとならない。あるいはそういうお手伝いをする行政の方にも、もっと力を入れ

ていただきたい。そう思います。その点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（埴渕賢治） 



－66－ 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 今のお話、企業条例改正をして少し支援のですね厚みを出したわけでありますけれども、

正直言ってこれらがですね、どんどんと企業の展開がされているかというと、必ずしもそ

うではないと。しかしこの町にはですね、今、農業を中心とした大きな経済の柱、同時に

観光ということもあるわけでして、これらをですねどういうふうに企業、そして働く場所

としての受け皿にするかということでありますけれども、ご案内のように農業関係につい

ては２２０戸程度の農家で、今現在ピュアモルトの研修生も含めると１８０名以上の方が

ですね働いていることも事実であります。ですから私やっぱりそれらをですね、もっと人

口増につなげられるような、つながるようなそういう展開をですね、どうやれば可能なの

かということについて今後研究をしていく必要もあるだろうというふうに思っています。

それから農業関係以外にでもですね、やはり鹿追町の魅力を持って、鹿追で何かをしたい

方もいらっしゃるわけでありまして、今年は具体的に皆さん方にも予算の関係でご理解を

いただいておりますけれども、ワーキングセンターのところで地域おこし協力隊の女性が

ですね起業をする、これもやはり私は成功させてですね、ぜひとも受け皿にさらにですね

なるようなものに育てたいというふうに考えているところであります。大きな企業がです

ね、鹿追町に進出をしてくれれば、これはすぐ実現をすればですね人口増につながるわけ

でありますけれども、正直言って企業もですねやっぱりこの遠隔の地への有利さ、不利さ

というものがいろいろあってなかなかそういうものに結び付いていかないというのが現状

でありますけれども、今、私は鹿追町でですねいわゆるネット環境、これの改善をしなけ

ればですね、こういう問題もリンクしてこないというふうに考えておりまして、何とか財

政的にですね見通しが付けば、農村までの光、ネット環境の整備をしたいというふうに考

えておりまして、これについての研究をですねはじめておりますので、今後もう少しです

ね、それらの問題、各省庁、どういうことが可能かを今打診をしている段階でありますの

でいろんな手法を使ってですね、畑議員おっしゃるような鹿追町の企業振興を図っていき

たいというふうに考えております。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 ３番、畑久雄議員。 

○３番（畑久雄） 

 確かに光通信などのねネット関係、このことは本当にあの農村地帯でもできるようにぜ
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ひしていただきたいなと思います。さて鹿追で産物というのはたくさんあります。しかし

鹿追の産物はどうしても外に出ていってしまう。その場で加工されて出ていくのではない。

何とかこの鹿追の産物で加工してそれを売っていく。そういうような何ていうんですか、

昔でいえば製麺工場がありましたけれども、それに類似するというわけではないんですけ

れども、そういった野菜などを加工する施設が必要ではないかと考えるんです。あの個人

企業でおやりになっている方もおりますけれども、今野菜などスーパーで見ますと何とい

いますか、もう洗ったり刻むことがしなくてもすぐ料理できるような、１パックでそうい

う物が売っております。そういった物へのどこで作っているかなと思ったら、東京の方で

作っているんですね。何で北海道でできないのかなと、そういった思いで見ておりました。

何かそういう食料を米はないけれども野菜が、野菜等でそういった加工、１次加工ができ

る施設づくりをぜひしていただきたいと思うんですが、その点についてお考えをお伺いし

ます。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 さまざまな企業展開の中で今野菜等々の６次化ということも視野に入れていく必要性は

あろうかというふうに思っております。私もですね、今、中鹿追のプラントのいわゆる貯

湯にですね、夏の間は７０度の温度のお湯が１００トン、常に確保されている。今度瓜幕

でもですね同じ施設があってこれが１５０トンということでありますから、夏の間の活用

をですね、何とか私は図るべきというふうに思っておりますけれども、なかなかそれがで

すねどう結び付けるのかについてはいろいろな問題がある。従ってあの瓜幕にですね、今

後のハウス栽培等々も含めて、これらについてのこともですね併せて考えていく必要があ

るだろうというふうに考えておりますので、しばらく研究の期間をですね、いただければ

というふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 ３番、畑議員。 

○３番（畑久雄） 

 いろいろお聞きしました。ぜひ前向きに捉えて一つ、いろいろとお考えいただきまして

この町が少しでも１人でも２人でも増えるように、また観光の面においても今まで以上に

できるだけなるように期待しておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ど
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うもありがとうございました。終わります。 

○議長（埴渕賢治） 

 これで畑久雄議員の質問を終わります。次に１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

私からは２項目お伺いします。１項目、屋内ゲートボール場新築計画の再考を。平成２９

年度に鹿追町健康増進センター整備事業として屋内ゲートボール場の新築が計画されてい

る。高齢者が生きがいを持ってスポーツができる環境の整備は重要である。町内でも、パ

ークゴルフやゲートボールなどのスポーツに汗を流す高齢者がたくさんいて、それは大変

喜ばしいことである。現在、町内には屋内でゲートボールができる場所が介護予防センタ

ー、瓜幕のゲートボール場、笹川のゲートボール場、その他にも地域の公民館と数多くあ

る。また、屋外でもゲートボールのできる場所はたくさんある。それに対し、町内のゲー

トボール愛好者はおよそ６０人である。今後、ゲートボール人口がもっと増えると仮定し

ても、現在の３カ所の屋内ゲートボール場、地域の公民館、屋外のゲートボール場に加え、

さらに新しい屋内ゲートボール場の必要性を疑問視する声もある。現在の介護予防センタ

ーが使えない日は年平均３０件の葬儀のときである。それらの日は屋外のコートを使うか、

笹川や瓜幕のゲートボール場を使ってもらうようにすれば良いと思う。ゲートボール愛好

者の方にお話を伺ったが、ゲートボールに対応した人工芝を入れてほしいとのことであっ

た。ゲートボール用の人工芝があれば大会などにも対応できると伺ったので、介護予防セ

ンターの人工芝を入れ替えるという対応で、ゲートボールをされる方の要望には応えられ

ると思う。今２億円から３億円をかけて新しく屋内ゲートボール場を新築するよりも、今

鹿追町の課題となっている、不足している施設、図書館や子どもが自由に集える居場所で

ある児童館や、大型遊具と高齢者健康遊具のある公園等の整備を優先するべきと思う。そ

の方が鹿追町民全体の福祉の向上に寄与すると思う。また、高齢者福祉を考えるなら、施

設の充実よりも、元気に安心して年を重ねていく日常生活の充実に力を入れるべきである。

例えば、移動手段の確保としての高齢者タクシー券の助成などをさらに広げる方が、町内

の高齢者全体の福祉の増進につながると考える。以上のことから、屋外ゲートボール場、

健康増進センターの新築計画を再考するべきと考えますが、町長のお考えをお伺いします。 

続きまして、２項目めです。学級編成・少人数学級について。鹿追町の教育行政は、幼

小中高一貫教育の推進、地球コミュニケーション、新地球学などの特色ある教育カリキュ
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ラムで、文部科学省の研究開発学校の５期目の指定を受けており、教育に力を入れている

町だということが町内外から高く評価をされている。中でも少人数学級の推進は第６期鹿

追町総合計画の中にも示されており、目の行き届いた教育環境の実現のために重要な施策

であると考える。先日、鹿追小学校において、学級編成の人数の基準を見直すとの保護者

説明会があった。具体的には、小学３年生以上は国の学級編成基準どおりとする。１年生

と２年生は可能な限り２学級編成とする、ということである。今まで継続してきた少人数

学級について、どういう効果があったのか。また、子どもの学力向上にどういう影響があ

ったのか。今までの経緯と今回の決定の理由、今後の方向性についてお伺いします。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

山口議員からは２点についてご質問をいただきましたので、順次お答えを申し上げます

が、屋内ゲートボール場新築計画の関係ということであります、再考ということでありま

すが、屋内ゲートボール場につきましては、町の第６期総合計画にあります生涯現役で生

きがいの持てる高齢社会のためを実現をするために、高齢者が生きがいを持って運動ので

きる環境整備と、積極的な健康づくりのために年間を通して使用のできる健康増進センタ

ーとしての現在計画を進めているところであります。屋内ゲートボール場の建設構想は、

平成２５年の本町の高齢者の会を対象とした議会のまちなか会議の中で、上幌内、瓜幕、

笹川、上然別等それぞれゲートボール専用の施設の建設の要望があり、平成２５年７月に

議会から私宛にその要望について検討をするようにとの情報の提供をいただき、そうした

経緯の中でこれらの計画をしたところであります。その後、老人会等での聞き取り、先進

地の視察等の内部検討を行いました。１２月２１日の定例議会最終日におきまして、実施

設計の予算を可決をいただき、３月末までの期間で実施設計が完成をし、納品される予定

になっているわけであります。現在、町内のゲートボール場は、ご質問のとおり鹿追の介

護予防センター、瓜幕と笹川の室内ゲートボール場の３カ所に設置をされております。笹

川の施設、昭和６３年に建設、瓜幕の施設、平成元年、鹿追の施設については平成２年と

建設されておりまして、全ての施設が３０年近くを経過をしていることから、老朽化も大

きく、これらの改善と修繕等々も今大きな課題になっているところであります。また、介

護予防センターに人工芝を入れ替える対応というご意見でありますけれども、この介護予

防センターも建設から２６年を経過している中で、これまでも人工芝の入れ替えを何回か
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実施をしてきたところであります。福祉の向上、増進に関する事業の優先順位にはいろい

ろな論議のあるところでありますが、現在、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続する

ことができる地域包括システムの構築が図られる中で、こういった生きがい活動は大きな

役割を果たす事業であるだけに、ゲートボールをメインとしての利用施設として、私は建

設を決心をし、今進めているところであります。しかし、独立した施設で多額の予算も投

入をするわけでありますので、空き時間については広く活用できるような、そういう内容

のものにしていきたい。そんなふうに考えているところでありますので、ご理解をいただ

きたいというふうに思っております。 

次に、学級編成・少人数学級についてのご質問にお答えを申し上ますけれども、最初の

鹿追小学校における少人数学級の効果についてでありますが、鹿追小学校において、平成

２３年より保護者等の要望を受けて全学年において２クラス編成を実施してまいりました。

具体的な効果でありますが、学力の経年変化を調査するＣＲТ検査によりますと、少人数

学級をスタートいたしました平成２３年に入学した児童についてでありますけれども、現

在６年生でありますが、この児童の国語と算数の経年変化の検査結果によりますと、学校

における授業改善との効果もあって、徐々にではありますけれども、学力の向上が図られ

ているということでございます。次に、具体的な学級編成等について説明を申し上げます。

学校に配属される教職員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、

道費負担教職員の定数の配置基準があり、基準日の児童数により算出をされます。小学校

１年生及び２年生については、３５人までは１学級、３年生以上は４０人までは１学級と

され、これらを合計した学級数に基づいての職員の配置となっているわけであります。ち

なみに平成２８年５月１日現在の鹿追小学校における教職員の配置基準数は、校長、教頭

を除き普通学級の教員８名、特別学級教員７名が配置をされているわけであります。平成

２８年までは、鹿追小学校においては各学年の児童数が基準を満たしていなくても、全学

年２学級編成を実施をして、不足する教員については、北海道教育大学等を卒業され教員

資格を有するものの、北海道の教職員試験については合格をしていない方等をですね、お

願いをする中で臨時的な教員としての配置をし、２学級の実現を図ってきたところでござ

います。具体的な学級編成は、配置基準に基づき配属された普通学級教員に加え、特別支

援学級担当として配属をされる教員を普通学級担当教員として配置し、少人数学級編成を

行い、特別支援学級の担当を町で採用した臨時教員を充てて特別支援の質を保ちつつ対応

しておりました。もう少し具体的に申し上げますと、いわゆる普通学級の方だけではです
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ね、２学級というには、小学校６年生までですから、１２学級、普通学級職員８名ですか

ら、学級担任としては１２学級をやればですね、それは不足をするわけでありまして、こ

れは、学校と教育委員会の配慮によって一部特殊学級の先生もですね担任をしてもらうよ

うな形でこれまで実施をしてきた。そして不足分を町が雇う助手、この職員をもってカバ

ーをしていくという方法での少人数学級の実現、全ての学級において２学級というものが

実現をしてきたわけであります。しかし、これらについては道教委の方から指摘をいただ

きまして、今後については、やはり法にのっとっての編成、教職員の活用ということにな

りまして、そのことからですね、実施不可能ということになったわけでありますが、町の

方としても、この問題については、これまで少人数学級等々の実現を目指してきただけに、

何とか町の方でですね、普通学級担任のできる教員を雇ってですね、実施をしたいという

お話をもさせていただきましたけれども、教員の試験等々については、昔はＡ登録、Ｂ登

録ということで、合格をした教員が、ある程度の人数が確保されているという状況であり

ましたけれども、今日ではそうした人材はいないということでありますから、そうすると

２学級を実現をするということになれば、どうしても配置をされている教員資格のある特

殊学級の先生にもですね、一部学級担任ということになるわけでありますけれども、これ

は何としても認められないということでありますから、どういうふうに町がですね、考え

てもこの実現は今の現在の状況の中では不可能というふうに考えているところであります。

私はこれまで町長になってからですね、ほとんどの期間、北海道の政策委員会の中で、３

０人学級の実現を図ってですね、教育府県としての、やっぱりそういう環境を作るべきで

はないのかと、古くは秋田県がですね、そうした政策をもって実現をして教育力、学力の

向上をしているだけにですね、北海道もそういうことをやってはどうかというお話をさせ

ていただいておりますけれども、ようやく国の方ではね、小学校１、２年については３５

人という若干の私は進展を見ておりますけれども、残念ながら公式には実現をほとんどし

ていないということでありまして、これは、今後についてもですね、町村会、北海道の町

村会等々での国へ要望のときには、この問題について入れてですね、要望改善をしていた

だくように、時々ですね、そうしたことが実現するやに報道されることがあるんですけれ

ども、なかなか現実のものになっていないというのが現状でありますから、そうした努力

をさせもらうということで、ご理解をいただきたいというふうに思っております。ありが

とうございました。 

○議長（埴渕賢治） 
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 ここで、暫時休憩といたします。再開は、お手元の時計で１１時１０分とします。 

休憩 １１時００分 

再開 １１時１０分 

○議長（埴渕賢治） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問ありますか。山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 ご答弁ありがとうございました。今鹿追町が進めている大きな事業として、新しいこど

も園の建設があります。このこども園の総事業費、補助金の額などが今現在出てきており

ませんので、これらの額が確定してからこのゲートボール場の予算の執行の方が良いので

はと思いました。この事業を優先して町の財政悪化を心配する声もあります。この健康増

進センターの総事業費、財源、補助金、町の負担額はおいくらでしょうか。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 ゲートボール場の総事業費につきましては、現在実施設計を行なっておりますので、実

施設計が終わりまして整理された後に総事業費が出てくるものと思います。また、財源に

つきましては、緊急防災減災事業、これで防災備蓄庫という役割を付与いたしまして財源

とすることを今予定しているところでございます。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 こども園のね、事業費等々が確定してそれにどのくらいかかるのかということが決まっ

てから、やった方がいいのではないかというご意見であります。当然私は財政的にですね、

そういうことを考えながらこっちを先に云々ということもですね考えながら、あるいは需

要に対してどう応えかということも考えながらですね、実施をしていますから、財政的な

心配いただくことは当然でありますけれども、今の健全化をね、大きく心配されるような

方向に行かないようにやっていきたいという計画を今作っておりますので、心配はないの

かなというふうに思っておりますし、ゲートボール場というかね、健康センターを造るこ
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とによって、こども園の予算がどうだとかね、ということにもならないように、この限り

ある財源の中でこうした施設を作るわけでありますから、そう頻繁にですね、こういう事

業が実施をされることではない状況の中での計画でありますのでね、私はそうした努力を

精いっぱいやるということについてご理解をいただければというふうに思ってます。それ

から、この健康施設についてはね、議会でも議決をいただいているわけでありますけれど

も、やはり今ある施設等々については、ご案内のように老朽化をしてですね、雨漏りをし

たり、常に寒いだとかいろんなご意見があって、苦情等々も来ているのも実態であります

し、このご質問の中にも年間３０の葬儀等が入っているだけだというお話がありましたけ

れど、私は３０ものそうした事業がですね入っていて、これは初めから施設に付与された

ものではなくて、葬儀場としての、そういう課題からですね、使用しているわけでありま

すけれども、３０人の方が利用すれば大体これの倍以上の日数がこれに本来の目的に使う

ことができないという状況の中で、私は今回集約をすると、そして将来のいろんな問題を

解決をしていくひとつの策として集約をしたものを作ること方がですね、財源的にも長期

展望に立った施策というふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに

思っております。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問ありますか。１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 新しいゲートボール場の建設にあたって、ゲートボール人口の推移というものが一つの

指標となると思いますけれども、現在６０名のゲートボールをされる方がいらっしゃって、

今後このゲートボール人口の推移をどのように想定されているのか、現在の介護予防セン

ターについては、利用方法を変えていくのかについてお伺いします。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 まずあの当然新しいところができればね、ゲートボール場としては使わなくてもいいわ

けでありますから、そういう意味では介護センターとして使っていける状況が出てくるで

あろうと思っております。そして、あそこはですね、葬儀だけではなくて、その他にもね、

冬期間における子どもたちの野球の練習場、ネットを張ってあるのもそうしたものに応え

るための方策としてやっているわけでありますけれども、そうしたものが充実をして活用
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できるというふうに考えておりますし、もう一つは何だった、ゴルフでも使っていますね、

あそこね。そういうことであります。人口の関係ですけれどもね、確かに私は今利用者は

少ないと、利用者少ないというよりも、やる方が少ないというふうに思ってます。しかし、

高齢化社会はますます人口は減っていく一方の中でね、増えているのも事実ではあります。

７５歳が今度は後期高齢者ということになるわけでありますけれども、それでも５２０の

方がいらっしゃるわけであります。もっと前にいけばですね、敬寿会、これの対象は８０

０人くらいいたわけですね。しかし、現在そこに参加をしている方は大体２５０人ぐらい。

ゲートボールは６０人ぐらいということでありますが、これは私は非常に良い傾向として

のね、一つのあり方というふうに思っています。夏はパークゴルフをやる方は結構いらっ

しゃるし、それからゲートボールをやる方もいらっしゃる。ですから、６０人というね、

人数だけではね、この問題を必ずしも推し量ることはできないというふうに思っておりま

すし、やはり利用がなければね、建てる場所についてはご案内のような今度建てるこども

園のほぼそばということになればですね、そうした雨天のときの活用も過分にあってまい

りますのでね、私は有効活用が図れる施設になるだろうというふうに思っていますし、６

０人というね、固定した人数ではない。これからやはり愛好者もですね、私は健康づくり

のための社会体育としての位置付けをしっかりとしていけばですね、それをして楽しむと

いう方も増えてくるというふうに思っておりますので、この辺、今の数字を見てですね、

私は対応はしておりませんので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問ありますか。１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 空き時間に関しては有効活用ができるように考えていくというふうにおっしゃっていた

だいていたので、鹿追町は町民ひとり１スポーツに取り組んでいる町でもありますし、今

後鹿追町からもトップアスリートを輩出できるような子どもたちのためのスポーツ環境の

整備というのも、高齢者の健康づくりと並行して進めていっていただきたいと思います。

現在あの、総合スポーツセンターは利用者が多くて、予約が取りづらいという状況にある

時期もあると伺いましたので、こういった課題の解決のためにもゲートボール専用の、高

齢者専用の健康づくりの施設というのではなくて、さまざまなスポーツに対応できるよう

な、多目的に使用できる施設にする方が町民全体の福祉の向上に役立つと思いますので、

せっかくお金をかけて建てるのですから、使い勝手の良い、多目的に使えるような施設に
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していただくようにしていただきたいと思いますが、その点についてお願いします。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 私あの、本筋というかね、そこは変えるべきでないというふうに思ってます。やはり今

の施設でのいろんな不便さ、そういうものがですね、やはり使う人たちにも大きな不便を

与えているわけでありますし、そうした私は城としてのね、何と言うかな、健康センター

という位置付けをですね、しておかないと、またあれもこれもで利用できないということ

になれば、また新しいものを造ってくれということに私は結び付きかねないというふうに

思っていますので、基本はやはり高齢の方の健康づくりという基本を持ちながら、おっし

ゃられるように空いているときにはですね、大いに有効活用していくべきというふうに考

えておりますので、ただそれはね、譲り合いの精神で上手に使うというのも手法でありま

すから、この辺については、高齢の方のご理解もいただく必要があるというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。 

○議長（埴渕賢治） 

再質問ありますか。１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 はい、了解しました。この健康増進センターの計画の進め方についてなんですけれども、

私もこの過去、議会も絡んで高齢者の方からの要望が上がってきて検討されてきた事案で

あるということは重々理解はしております。ただ、一般の町民の方にとっては、主要懸案

事項説明会で初めて聞いたという方が多い。もっと言えば、ほとんどの町民の方は、建物

が建って初めてこれ何の建物っていうことになってくるかと思うんです。そのときにこの

新しいゲートボール場に関しての必要性を疑問視する声というのも現在もありますし、出

てくると思います。この必要性を疑問視する声に対してどのようにお答え、必要性を疑問

視する声があることについてどのようにお考えですか。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 ゲートボール場の建設に至る経過の中でですね、昨年も老人会ですとか、ゲートボール

の代表者、それから今年に入りましても老人会、ゲートボールの代表者の方の意見を伺う
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ような、そういう場を設けまして説明それから協議等を行なったところであります。そう

いった意味では、競技される方、あるいは高齢者の方への周知という部分では完全ではあ

りませんけれどもできているものと思います。またあの、町民への周知というところでは

ですね、まだ十分ではないというご指摘ですので、そこは確かに周知不足という部分もあ

りますので、これから周知させていただくように検討したいと思います。 

○議長（埴渕賢治） 

再質問。山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 この計画を知って、実際私の方には疑問視する声というのがたくさん届いておりまして、

これらの声を町側へ伝えるということも議員の役割の一つかなと思いまして、一部ご紹介

をさせていただきます。Ａさん、ゲートボール専用じゃなくて、子どもやお年寄りが集ま

る室内施設を作ってください。Ｂさん、雨の日や、冬に遊べるように屋内の大型遊具や砂

場を作ってほしい。Ｃさん、高齢者と孫世代の交流の場として、幼児から体験できるゲー

トボールコーナーを併設してみてはどうか。Ｄさん、子どもが室内で遊べる場所が欲しい

です。先日も支援センターに行こうと思ったら、行事で使用できない日で、どこか他にと

考えたけれどどこも行く場所がなく、利用できる違う場所があればいいのにと思いました。

Ｅさん、図書館を先に建ててほしい。一部ご紹介しましたけれども、他にも疑問の声を持

っている方というのはいらっしゃいました。町側にそういった意見は届いてないという形

だと思いますけども、意見が言い難い環境があるのではないのかなと思います。町から示

されるときに、主要懸案事項説明会についても、決定事項ですという形で説明されてまし

て、決定事項に対して意見を求められてもいないですし、意見は言いづらいと思います。

町民参加共同のまちづくりが重要であると思いますので、例えばたたき台の段階で、町民

に意見を求めていたらまた違った意見が出てきたかもしれませんし、意見が出てこないっ

ていうのは、町民が会議に参加したり、意見を言ったりしたことが有効であると、意見を

言って良かったというように町民自身が感じられていないのではないかと。この件に関し

てだけではないんですけれども、町民からの合意を十分に得られるようなやり方で提案し

ていただければと思いますし、決定事項を報告していくだけのやり方ですと、今後町民の

方々がまちづくりに意見を言っていこうという意欲が薄れていくと思います。それは決し

て町のためにならないと思います。ですから、町民の方も意見を言いやすい環境づくりに

ついて取り組んでいただきたいと思います。その環境づくりについてお伺いします。 
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○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 いろいろとご意見ご紹介をいただいて感謝を申し上げます。意見を言う機会というのは

ね、懸案事項説明会ももちろんですけれども、いろいろあるはずであります。そこに参加

をした方のご意見ですか、今のは。参加をして言い難かったのであればそれは失礼をいた

しましたけれども、しないでおいてね、そういうご意見ということになれば、私は何をか

言わんやでないかなというふうに思っております。世の中さまざまな考え方がありますか

ら。お一人お一人伺えばねそれはもう百人百色、それだけの意見はね出てくるだろうとい

うふうに思います。しかし、行政、議会、それに対してどう応えるかをね、やっぱり多く

の方、多数決、いろんなこう原則がありますよね。そういうものを基本にしながら、その

中にいろいろな配慮をしながらの政策展開ということになるのが私は普通であろうという

ふうに思いますから、なかなか全ての方のね意見を聞くというのは難しいとは言いません

けれども、できれば本当に私どものところにもねいろんな意見入ってきます。それから、

鹿追の議会、まちなか会議、他の議会でやってませんよね。そういう機会を持ってね、議

員さん方に直接言う機会も本当に十勝の中で議会活動、議員さんの活動というのはね、２

番目に多いですよ、日数的に、時間的に言ってもね。それだけの機会がある中でね、でき

るだけ町民の方の意見を吸い上げようというふうに考えながらやって、お話については否

定はしません。よりしっかりとね、受け止める必要はあろうかというふうに考えています

ので、ご理解をいただきたいと思います。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 山口議員に申し上げます。ちょっと質問の内容がですね、ちょっと口説くなってきてお

りますので簡潔にお願いします。１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 ありがとうございました。それでは２項目目の再質問をさせていただきます。学級編成

少人数学級についてです。平成２３年度から少人数学級を鹿追町ではされてきていて、鹿

追町以外の他の市町村の地域の小学校は国の基準に従ってどんどん統廃合されていく中で、

鹿追町長は地域の小学校も守っていく、少人数学級も推進していくという方針で大変すば

らしいと思っています。全ての子どもに目が行き届く、しっかりと子どもを見ていく、そ

の基本は少人数学級であると思います。今回、道教委の方から指摘を受けたということで
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したけれども、これ結構重要な政策の転換だと思います。少人数のメリットについて、先

ほど町長がおっしゃっていましたけれども、学力の向上が図られているということです。

他にも少人数学級のメリットというのはたくさんありまして、もちろん学力、中でも理数

系の向上、あと、トラブルの解決率が向上する、先生との対話が増える、生徒一人当たり

の発言量が増える、問題行動が減少するというようなことなどがあるようでございます。

国の調査では、欠席や不登校は減って、学力は向上するということでありますし、少人数

学級というのは日本全国において子ども、保護者、教職員の願いでもあると思います。人

数が増えると、先生の負担も増大すると思います。今、先生はすごく多忙で、生徒一人一

人としっかり向き合う時間がとれないというのが共通した先生の悩みであるというふうに

伺いました。鹿追小学校で平成２６年度、２７年度、２８年度においては高学年５、６年

生、４年生についても、３６人、３４人で２クラスにしていた過去があります。今度新年

度からは３８人、３４人で１クラスになるということです。この間、教室１クラスに３８

人分の机を入れてみたそうなんですけれども、そうなるとかなりぎゅうぎゅうで、先生の

机は教室には入らなかったそうなんです。教室にゆとりがないので、スペースを活用して

グループ学習など、子どもたち同士の話し合いによる学習というのがやりづらい、机の移

動がやりづらいので、そういった自主的な学習の時間が減ってしまう。３年生以上になる

と、体も成長してきて体がぶつかったなどのトラブルも増えるということだそうです。先

ほど町長もおっしゃっていましたけれども、秋田県など先進地の事例では、３０人学級を

導入して学力の向上が図られたということなので、町独自の裁量をして少人数学級という

のを維持していただきたいというのが、これはお願いというような形になってしまうのか

もしれないんですけれども、思います。教員不足についてなんですけれども、今までその

教員免許を持っているけれども、道の採用試験に受かっていないという人を探して採用し

てきたというふうに伺いました。例えば教員の退職者の活用についてはどうでしょうか。

今の年代、定年退職される方たくさんいらっしゃいますし、経験値も高くてやる気もある

先生がたくさんいると思いますが、そういう先生に、例えば定年することは１年前から分

かっているわけですから、１年前から採用の働きかけというのもできるのではないかと思

いますがいかがでしょうか。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 
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 少人数学級の必要性、効果等々については、今おっしゃられたとおりでありますから、

私もやりたい。やりたいけれどもできないというのがある。先ほどから申し上げているけ

どね。現実です。ですから、私あの先生の採用は基本的には道教委ですから、そうすると

その中でこれまで私は校長先生がその学校でいる人材を有効活用して、可能な限り私ども

と心を一つにして対応してきたものをですね、８人しか雇わないのに１２学級あるという

のはいかがなものだという指摘を受けて、それは駄目よと。それじゃうちで雇ってやりま

すからと言ったらそれはいないと。どうやったってできませんね。今退職者を活用してと

いうことになればもっと難しくなるんじゃないかなと私は思います。もちろんこれまでの

経験をしてきた先生ですから、教員としての私はまだまだ働ける方もいらっしゃるだろう

けれども、非常に難しいなと。そこでですねやはりこれまでどおり私はやっぱりそういう

不都合というか、学校経営は校長が一応責任を持ってやっているわけですから、校長が良

かれと思えば、そういうやり方については認めていくという姿勢がねやっぱり必要ではな

いかというふうに考えておりますので、そういう意味でもぜひとも、山口議員さんも政治

家でありますから、そういう意味で道に対してもね、アプローチもしていただければあり

がたいというふうに思っております。引き続き私は少人数学級についてのですね、主張は

していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思

っております。以上です。 

○議長（埴渕賢治） 

再質問ありますか。１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 ぜひあの国の方や道の方への働きかけもしていっていただきたいと思います。全国的に

３０人から２５人の学級を目指しているところも多いですし、国の標準を下回る学級編成

を独自に行なっているというところも多いです。近隣でも鹿追町を見習って少人数学級を

導入してほしいと言われています。これはすごく自慢であったのですけども、町独自の基

準というのも今後考えていっていただきたいと思います。なるべく４０人ぎりぎりのクラ

スというのをなくすような努力と、実現に向けて積極的な予算も取っていただきたいなと

思います。あと、学力についてなんですけれども、平成２８年度の全国学力学習状況調査

が、これあの鹿追町がはっきり言ってあまりすばらしいという成績ではありませんでした。

小学６年生においては、国語で７項目中４項目が全国平均より下、算数においては８項目

中５項目が全国平均より下、中学３年生においては、国語が６項目中３項目、数学におい
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ては、８項目中７項目が全国平均より下回っているというような結果を受けて、これらの

学力向上策として、町としては結果の分析を元に授業内容の改善、少人数指導や習熟度別

学習指導によるきめ細かな指導を今後行なっていくということなんですけれども、少人数

学級ではなくて、少人数指導というのも学力向上のためには有効であると思いますが、少

人数指導などの新しい取り組みをするというお考えはありますか。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、大前学校教育課長。 

○学校教育課長（大前健也） 

 お答えいたします。少人数指導、既に鹿追小学校の事例で申しますと、わくわくチャレ

ンジ教室のですね年に５回ほど実施いたしておりまして、まず学ぶことの楽しさ、また、

どうしても高学年になっても、小学校高学年になっても算数の例えば掛け算があまりちゃ

んとできないというようなお子さんもいらっしゃるというような部分についてはですね、

個別に指導もしているというふうには聞いてはおります。ただ、具体的にプログラムがあ

ってですね、少人数指導というですね、というものを計画的にやっているかということに

なりますと、それは個別のですね指導の中で今は取り組んでいるというのが現状でござい

ます。よって今のものを参考にですね、学校現場との状況も確認しながら今後検討して参

りたいと考えております。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 それで私もね、学力の向上というのは、非常に大事だというふうに思ってましてね、研

究して１５年間やってどれだけ一般教科で伸びているのか、国語だとか算数については一

部あの全道平均を上回っているところありますけれども、そこに到達していないというの

も結構あるというふうに承知をしています。それであの分かる教え方というかね、そうい

うことについてもいろんなメディアをとおして私も見たり聞いたりしているわけでありま

すけれども、そうした研究もね、してみる必要もあるしということで、今本町では教育現

場のＩＴ化、これについては多分十勝だけでなくて全道一番でないかというふうに思って

いるんですが、まずそれだけの機器もですね、揃えているということでこれも宝の持ち腐

れになってはいけないということで、今、教育長とねお話をして、まず先生のね、教え方、

文句をつけるわけではないけれども、この研究をね、しっかりとやってもらうということ
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が大事ではないかということで、研修をね、しっかりやれるような環境を作るべきでない

かということで、今予算的にもね、相談をしているところでありますので、山口議員おっ

しゃられるように、そうしたことについての配慮もしていきたいというふうに考えており

ますから、よろしくお願いを申し上げます。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問ありますか、１番、山口優子議員。 

○１番（山口優子） 

 理数系については、課題がありましたけれども、英語などは研究開発学校の効果が出て

て、全国平均よりもかなりいい成績の鹿追町の状況であると思います。この研究開発学校

の指定５期が今年いっぱいで、新年度いっぱいで終了ということになりますけれども、６

期の指定についてはどのようにお考えですか。 

○町長（田弘志） 

 議長。 

○議長（埴渕賢治） 

 はい、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 この問題は質問の中に入っていませんよね。だからどこまで具体的にお許しいただけれ

ばしっかりと。かなり入っていない部分にも答えてはきているけれども、やはりどこかで

止めないと。 

○議長（埴渕賢治） 

 後ほどまたその標題に基づいて質問者もおりますので。よろしいですか。１番、山口優

子議員。 

○１番（山口優子） 

 今後も教育環境の充実には力を入れていっていただきたいと思いますし、現場の状況を

見ながら、あと保護者の意向も聞きながら教育行政を進めていっていただきたいとお願い

して、私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（埴渕賢治） 

 これで山口優子議員の質問を終わります。ここで暫時休憩とし、再開は１時といたます。 

休憩 １１時４４分 

再開 １３時００分 



－82－ 

○議長（埴渕賢治） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。４番、台蔵征一議員。 

○４番（台蔵征一） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、「留学による移住促進と労働力

不足対策は」ということで一般質問したいと思います。最近、都市で起きていることは、

ふるさと回帰現象で、移住相談が多くなっているとお伺いしております。総務省の１月の

都市住民調査のアンケート結果では、移住先の選択の条件として就労の場があることが自

然環境が良いことを上回っているとしています。これまでの単なる田舎暮らしから、生活

できる地方暮らしの方向での新しい動きとなっております。鹿追町は今、第６期総合計画

を進めているところでありますが、その中の４本の柱の一つに安定した雇用の場を確保し、

安心して生活できる環境づくりを目指しているとあります。新年度事業では、移住促進を

見据える親子留学用の住宅建設の計画があります。人口対策と労働力不足の対策にもつな

げることが重要と考えるところであります。瓜幕の留学制度ができて、平成２９年で３０

周年を迎えます。親子留学で鹿追へ来て、その後移住に変え、地域の中で活躍してくれて

いる人たちも少しずつ増えております。今までの活動で留学に関係する人たちの中で約１

００人の人たちがこの鹿追町に住んでいただいております。これからも留学制度として推

進していくことがまちづくりとして重要であり、移住者対策というふうにもになることに

なります。活力ある地域づくりを進めるためにも、親子留学の住宅を整備することは大変

ありがたいことというふうに考えるところです。特色あるまちづくりの行政的支援はこれ

からも必要であり、今までの事業推進に感謝申し上げるところであります。この事業と連

携して、家族のある農業従業員が移住して来てもらえる住宅の確保も必要と考えます。安

心して生活を続けられる農業従業員の仕事の場と素晴らしい鹿追の教育環境があれば、若

い人たちも子育てしながら生活できると考えるところであります。これからも、産業の中

心である農業の担い手育成と労働力確保は最大の課題と考えます。今までは独身者を中心

に考えてきておりますけれども、これからは鹿追独自の一貫教育との連携を深め、鹿追の

教育のすばらしいことをＰＲすることも必要と思います。留学生の募集活動の中で、移住・

定住事業の連携と、農業労働者不足対策になるような特色ある事業として考えていければ

というふうに思うところであります。先のＪＡ鹿追町で実施されました農業推進方策懇話

会においても、農業従事員不足と労働者対策が重要であるとの意見が多くありました。青

年部の若い人からも、経営は拡大の方向性にあり、従業員の確保と、家族があって長く住
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んでもらえる、先の見える対策が必要との意見がありました。担い手育成と支援、労働者

不足の対策はこれから農業関係者による町全体での受け皿づくりの対応が進んでいくと思

いますが、具体的対策が急がれるところであります。移住につながる留学の推進と雇用の

場の拡大、労働力不足対策など、新年度に向け期待されるところであります。これからも

住んでみたくなるまちづくりを推進していく上で、移住・定住対策と農業の現場での労働

力不足対策の２点について、町長のご所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 台蔵議員からは、「留学による移住促進と労働力不足対策は」と題してご質問いただきま

したのでお答えをさせていただきます。議員ご質問の、瓜幕自然体験留学制度は瓜幕地区

の学校存続を目的に地域住民が昭和６３年にスタートし、以来、瓜幕地域の皆さんのご理

解とご協力のもと継続されており、事業の目的である地域の学校存続に大きく寄与してお

ります。これまでの児童生徒の受け入れ延べ人数は、５０１名であり、鹿追町の恵まれた

資源を活用し、サマーキャンプやスキー、スピードスケート、さらには、ライディングパ

ークにおいての乗馬などを体験しているところでございます。また、親子留学やお子さん

の留学を機に、本町に移住された方々は、平成２８年度当初で９６名を数え、その効果は

素晴らしいことであると認識をするものであります。平成２７年第３回定例議会において、

台蔵議員の一般質問に対して、山村留学制度は、「地域への新しい人の流れをつくることが

可能であると認識している」と答弁をさせていただきました。また、「親子留学希望をさら

に受け入れるためには、居住環境整備が必要」とも答弁いたし、今議会において、地方創

生拠点整備交付金事業において、瓜幕市街に４戸の親子留学用住宅の整備を提案をいたし

たところであります。これまで答弁してまいりました事業の具体化であり、より山村留学

制度が進むことが期待をされているところであります。昨年１２月に開催されました、東

京都台東区のふるさと交流ひろばで、親子留学希望者へのＰＲ活動として、台東区教育委

員会と田原小学校を訪問し、幼小中高一貫教育の内容と親子留学の募集について説明をさ

せていただいたところで、留学生の募集活動の具体的なエリアとして東京都台東区を掲げ、

町としても連携し活動いたしてまいりたいと考えております。現在、親子留学家庭の保護

者の就労先は、役場や近隣町の事業所等であり、これまで就業していた職業等を参考に選

択をされているのではないかと思われますが、具体的な就労先として基幹産業である農業
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について、情報提供をすることは選択肢の一つであると考えるところであります。次に移

住･定住対策についてでありますが、移住対策につきましては、平成１８年度より鹿追町へ

の移住に関心のある方々に安心感や納得感を与える重要な機会として、２週間から３カ月

程度の移住体験の受け入れを実施しており、延べ８９件、１７０名の方に２，３３６日間、

鹿追町での生活を実際に体験をしていただき、鹿追町の魅力・素晴らしさを感じていただ

いております。さらに、北海道移住促進協議会などと、北海道暮らしのフェアの東京会場、

大阪会場、名古屋会場に参加をし、鹿追町のＰＲや、ホームページでの情報発信を行なっ

ております。この結果、８件、２０名の方が鹿追町へ移住することにつながっております。

定住促進対策として、いずみ野団地など低価格な宅地分譲の他、平成１３年度から定住促

進住宅建設奨励制度で３５６戸、平成１５年度から賃貸住宅建設促進制度で１８件、１１

５戸、平成２４年度からは、民間アパート入居者に対する家賃助成制度で７４件助成と、

さまざまな施策を展開し、住んでもらえる鹿追町の実現に向け、住宅の整備等人口の増に

つながる事業を積極的に推進しております。次に農業労働力不足対策についてであります

けれども、台蔵議員おっしゃるとおり、近年農家従業員の不足、募集しても応募がないな

ど、労働力の確保に多くの皆さんが苦慮している状況にあります。このことから、本州や

都市において雇用状況が回復しており、農業に限らず全ての業種でも労働力不足となる状

況であります。農業の担い手対策や労働力対策としては、台蔵議員もおっしゃる、ご承知

のとおり、町でも０１農業塾やピュアモルト研修生制度等を実施しており、０１農業塾で

は毎年５、６名程度の後継者が入塾し、農業をはじめ国政など教養を高め、農業経営に生

かしていただくという事業であり、これまで６３名が修了しており、今年度も１１名が塾

生として学習を活動をしているところであります。また、ピュアモルト研修生制度につい

ては平成１０年度よりスタートし、これまで２００名を超える研修生が鹿追町で研修し、

そのうち３０数名が研修修了後も数年または現在も鹿追町に残って仕事や結婚をされてお

ります。２８年度においても、研修生１２名のうち８名が農業従業員等で鹿追町に残る予

定となっております。議員がおっしゃるとおりに、親子留学や移住をするにあたっての、

農業もひとつの働きの場として選択してもらえるようになれば大変素晴らしいというふう

に考えているところであります。そのためには、雇用主である農業者自らが給料や福利厚

生、住宅など家族でも生活できるような待遇を考えていくことも必要と考えております。

町といたしましても従業員住宅の建設に対し、これまで２５戸の助成を行なって支援をし

ておりますし、今後、従業員住宅の需要が高まれば、空いている町有住宅を利用するなど
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検討してまいりたいと考えております。現在実施しているピュアモルト研修事業について

も、男性研修生の受け入れ等についても考える必要があろうかというふうに考えておりま

す。さらには、担い手対策としてＪＡ鹿追町では現在中国からの技能実習生を受け入れて

おりますけれども、今後は中国以外からの技能研修生の受け入れ等についても関係機関と

連携し、研究していきたいと考えております。今後留学制度の推進や移住・定住促進のた

め、働き場としての農業についてＰＲをしてまいりたいと考えているところであります。

以上、答弁させていただきましたけれども、いずれにしても本町がもっと発信力を持つと

いうことも極めて重要というふうに考えておりますから、先ほどの前の議員の方の答弁の

中にも鹿追町のネット環境だとか、そしてそれをとおしての発信力、これらをもって鹿追

にまず来ていただくと、見ていただくと、そして鹿追の食糧等々の安全性だとかそういう

ものを体験をとおして知っていただいて、ここがですね第２のふるさとになるような、そ

んなまちづくりが必要というふうに考えておりますので、今後ともよろしくお願いを申し

上げます。ありがとうございました。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問、ありますか。４番、台蔵征一議員。 

○４番（台蔵征一） 

 詳しく町長の方からご答弁いただきました。それであの最後にまとめていただいてその

鹿追町として発信力をですね、これからも推進していきたいということを先にご答弁いた

だきました。私も実は最終的にはこの発信力をですね、しっかりと町全体の中で協議、連

携しながら進めていってはというふうに締めようと思ったんですけれども、町長さんの方

に先にお言葉をいただきましたんですけれども、ちょっと再質問させていただきます。留

学の関係でありますけれども、ちょっと経過ということで皆さんにちょっとお話をさせて

いただきたい。２点ございます。まず１点、あの町長も行政報告の中で説明していただい

てますけれども、２７年、一昨年になりますけれども１０月に鹿追町で全国山村留学協会

主催の全道大会が瓜幕で実施をされました。山村留学の体験活動という中で指導者交流を

山村留学を実施している地元で、実践例を共有するという内容の事業でありました。私も

参加させていただきました。そこでですね、全国回っておられる方がですね、鹿追をこう

いうふうにお話いただきました。鹿追町は、今進めている親子留学、この親子留学から移

住、定住につながっている実績は、これは全国の中でも私は上の方だということを評価い

ただきました。それともう１点、今年の２月に本社が東京にある宝島社がですね、瓜幕に
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取材、留学のことで取材に来まして全国版の月刊誌であります田舎暮らしの本という本が

関東を中心として､東京圏を中心として関東７都県の中で、中心に発行している月刊誌とい

うふうにお聞きしました。内容はですね、移住者情報ということで移住者が希望する住宅

の紹介、それからあのこういうところ、地域がこういうところありますよという紹介をし

ている本、それの取材に来ましてですね、鹿追町の自然体験留学がその中で紹介していた

だきました。この本になったもの、町長さん、教育長さんにもお届けできているかなとい

うふうに思いますけれども、「北海道鹿追町、見て触れて感じて大自然が与えてくれる貴重

な体験」、ちょっと長いタイトルですけれど、こういうタイトルでですね、その本の中４ペ

ージにわたって学校、地域、留学の内容等ですね紹介をしていただいて、さらに鹿追町の

移住定住情報というものも案内していただいているということでホームページはもちろん

ですけれども、こういう雑誌、活字になっているものがですね、先ほど町長、答弁いただ

ききましたけれども、台東区の方も含めてですけれども、今後ですねやはりこういう地域、

こういう活動、こういう素晴らしいところがありますよということをですね、留学の応募

のときにですね、やはり町の PR というのを、私はもっと積極的にすべきだと。午前中の

議員さんもちょっと観光の方と連動したそういう鹿追の PR をもっとというお話、私も聞

いていてなるほどというふうに思いましたので、ぜひあのそこの観光それから鹿追が今や

っているこの留学、それから先ほどからお話をしてます農業の関係含めてですね、もうち

ょっと横の連携を取りながら素晴らしい町だよということをもっともっと私は PR してほ

しいなと、自分も含めてですね、そういうこともこれからやっていけばですね、かなりの

ことがこの町でまだ可能性があるのかなというふうな期待を私は持っているところで、ま

ずここで一度閉めたいと思います。町長、その辺のところでご答弁１回お願いしたいと思

います。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 あのお答えをさせていただきますけれども、今、ご紹介のあった宝島の雑誌も私は見ま

した。本当にあの４ページでよくあれだけ書いてくれたなというふうに思っていまして、

あれをコピーしてですね、もっと配ってもいいのかなというふうに思っていたところであ

りますけれども、いずれにしてもあの発信力についてはですね、まだまだ不足というふう

に考えています。正直言って自分たちがやっているぞということをですね、口に出して一



－87－ 

生懸命言うよりも、それを誰かが評価をして良いなと言ってくれることは私は一番良いと

いうふうに思っていますんで、そういう評価もしていただければと、そういう意味ではあ

まり自慢はしたくないなという思いを一方に持ちながらいるわけでありますけれども、良

いものは良いと、もっともっと紹介をしなければですねなかなか分かっていただけないと

いう面もありますから、私もあの紹介すべきものは本当にあの盛りだくさんあると思いま

すから、これらをですね総合的にまとめた一つのもの、あるいはそれに加えて枝葉をつけ

たものをですね、今後作って発信力をもっともっと高めたい。それから手法としてはね、

今の時代として全てをしようとしなければならないのではなくてネット環境、先ほど申し

上げましたけれどもネット環境、その中でもテレワークなんてねそういう発想もですね、

駆使できれば田舎で本当に東京と連携して仕事ができるというそういうこともですね可能

になってくるということで、そうした環境を整備していく必要はあるなというふうに感じ

ておりますので、これからもですね一層努力をさせていただきますんで、ご指導をいただ

ければというふうに思っております。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問ありますか。４番、台蔵征一議員。 

○４番（台蔵征一） 

 あの最初から町長 PR をもっと進めたいというご答弁をいただきましたので、実施して

いけるというふうに私どもも協力しながら進めていきたいなというふうに思います。あの

今のご答弁の中にありました自分からというよりは、どなたかがこう広めてもらえること

が一番良い。口コミですよね、口コミで広めてもらえる方法がいいんでないかというお話

もありました。実はですね、この宝島社が取材に来ていただいたときにこんなコメントを

いただいております。鹿追は独特な温かさがある。受け入れている、留学生を受け入れて

いること自体も素晴らしい町だと、これをもっと他の移住政策、それから農業の素晴らし

さも一緒にですね PR した方が良いですよ。広報の仕方を考えた方が良いですよというご

指摘というかご指導をいただいたところであります。どうかあの農業の関係でいきますと

農水省もですね、あの新聞によりますとやはり田舎暮らしというか地方回帰ということを

ですね、農水も事業として積極的に考えたいと、農村住宅を整備する事業等ということで

今年、新年度、平成２９年度、新年度でどこかモデル地区を設定して実践検討して推進し

ていきたいというお話もございますので、どうかあのこういう方向から町の人口対策等進

めていただければというふうに思います。これで私は終わらせていただきますけれども最
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後にもう一度、町長まとめていただけるとありがたいです。 

○議長（埴渕賢治） 

 田弘志町長、答弁。 

○町長（田弘志） 

 あの手法としてね、今のようなお話が大きなウエイトを占めるというふうに思っていま

すので、そのための努力をしていきたい。あの農水の方にもですね、いろんな制度がある。

総務省にもある。それらをですねどういうふうに使えるのか、これも研究をしながら何と

かですね、今年はそういう意味では鹿追の発信力、飛躍の年とそんなふうに考えておりま

すので、予算等々についてはですね今後補正等もしなければならない部分もありますけれ

ども、一生懸命努力をして、その形が見えるような方向に持っていきたいと考えておりま

すのでよろしくお願いを申し上げます。以上であります。 

○４番（台蔵征一） 

 終わります。 

○議長（埴渕賢治） 

 これで台蔵征一議員の質問を終わります。次に２番、武藤敦則議員。 

○２番（武藤敦則） 

 議長のお許しをいただきましたので通告に従い質問させていただきます。標題といたし

ましては、幼小中高一貫教育における文部科学省の研究開発学校指定の成果とその継続に

ついてです。鹿追町は、平成１５年度より文部科学省の研究開発学校の指定を受け、一貫

したカリキュラム研究を進めています。特に英語を基本とした国際理解教育では大きな成

果が表れています。第５期研究開発学校指定の最終年度を迎えるにあたり、この事業の成

果、手応えと今後のこの事業の継続性についてお伺いいたします。以上です。 

○議長（埴渕賢治） 

答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

武藤議員からは、幼小中高一貫教育における文部科学省の研究開発学校指定の成果とそ

の継続についてであります。ご答弁させていただきますが、平成１５年度より文部科学省

の研究開発学校の指定を受けて、スタートしました幼小中高一貫教育は、当初、地元鹿追

高等学校の存続のため、本町の特色ある教育として進めたところでございます。研究開発

学校の第５期目指定時には、全国的には例のないものであり、今回が最後というようなこ
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とも言われながらですね来ているところであります。さて、研究開発学校第５期目の指定

は平成２９年度に終了いたします。その後の取り組みについては、昨年、教育制度改革後

の新教育長としての大井教育長を任命した時点で、英語教育は全国的にも高い評価が成果

として表れているため、継続をして実施をしていきたいというふうに考え、お話をしてい

るところでございます。以下についてはですね、教育委員会の方から考えを申し上げるこ

とが適当かと思いますのでよろしくご理解をいただきたいというふうに思っておりますけ

れども、私もいずれにしても委員会と連携しながらやらなきゃならないことでありますけ

れども、やっぱり先生方、そこに誰がいるのか、どういう人がいてどういう指導をしてい

るのか。その成果をどういうふうにですね活用していくのかということがしっかりと目標

としてされなければですね、何となく事業をやっているという状況であれば、学力は上が

らないというふうに思っておりますのでね、そういう意味でやっぱり私はこれから教育委

員会とも今後ですね、近くお話し合いをする予定をしておりますし、その後校長先生とも

ね直にお話をさせていただこうというふうに思っております。その中で特に私はお話をし

たいのはやっぱり教職員の指導力、学習、子どもにですね、そういう意欲を持たせること

がどうあればいいのかということをですね、鹿追に根っこを生やした形の中でやっぱり考

えてほしいと。根っこというのはいろいろありますけれども、だいたいお気付きの方もい

らっしゃるかもしれませんけれども、やはりそこにですね心身ともにそういう気持ちがな

ければ学力というのは伸ばす、それだけの説得力はないというふうに思っておりますので、

その辺も含めてですね、今後どういうふうに教育委員会というのがあるべきなのかという

ことについて話し合いをしたいというふうに考えておりますので、ご理解をよろしくお願

いを申し上げます。あとは教育長にお願いをいたしますので。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、大井教育長。 

○学校教育長（大井和行） 

武藤議員からは、幼小中高一貫教育における文部科学省の研究開発学校指定の成果とそ

の継続について質問をいただきまして、先ほど田町長よりその成果と考えについて答弁

をされましたので、私からは継続に関わる取り組み経過につきましてお答えをさせていた

だきたいと思います。議員ご承知のとおり、本町の研究開発学校指定による成果といたし

ましては、昨年春に文部科学省が発表いたしました中学３年生、英語検定３級以上の力が

あると思われる生徒の割合がありまして、本町の生徒につきましては、全国１位の千葉県
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の５２．１％を上回る５４．４％の結果であることが判りました。これによりまして研究

開発学校の指定によるですね小学校１年生から取り組みいたしました英語の学習成果によ

るものと確信をさせていただいたところでございます。現在、研究開発学校の５期目の指

定に関わっておりますけれども、これまで指導をいただきました神奈川大学の安彦忠彦教

授の強い支援等を受けたものでありまして、安彦先生からはですね「第５期目の指定に当

っての条件として、研究開発学校の指定につきましては今期限り」と断言されたところで

ございます。これを受けまして、第５期指定以後のですね研究開発学校指定はですね教育

委員会としてはないものと判断させていただいたところでございます。平成１５年度より

開始しました幼小中高一貫教育で培われました内容をつなげるため、現在、各校長等で構

成させていただいております幼小中高一貫教育推進会議の中でですね、今後の検討につき

まして現在進められているところでございます。全体的なフローにつきましては、推進会

議の中で基本的な方針案を出していただきまして、これに具体的な取り組みを行う学校の

現場の考えをまとめまして、この方針案を、まず私の方にご提出をいただきまして、提出

されました内容につきまして教育委員会としてのですね考えをまとめ、田町長とですね

協議の上、最終決定をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

検討の内容の一部を簡単にご説明申し上げますが、これまでと同様にですね、英語教育を

小学校１年生から進めるためにどのような教科の中で時数を確保していくのか、また新地

球学をどのような教科に組み入れ持続していくのか、さらに学習指導にあたっての加配の

教員が配属され今実施されておりますけれども、今後加配がなくなるわけなんですが誰が

それを指導にあたるのかなどの検討を、今現在しているところでございます。このことに

つきましては、過日の総務常任委員会と教育委員会との懇談会の中でも、お話をさせてい

ただきましたけれども、同様の質問をいただき、経過と課題等を説明をさせていただきま

した。その折にもですね、第６期の研究開発学校指定への指定の取り組みの必要性につい

て、ご意見も承ったところでございますけれども、現在の文部科学省の直接指定を受けて

います研究開発学校の再指定、つまり第６期目の指定につきましては、先ほども若干お話

を申し上げましたけれども、大変厳しいという捉え方をしておりますが、他の事業等につ

きましてですね同様の取り組みが可能かどうか、今後ですね情報収集とその辺の調査につ

きまして進めてまいりたいなというふうに今考えております。以上、武藤議員のですね幼

小中高一貫教育に係る文部科学省の研究開発学校指定の成果とその継続についてお答えを

いたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いをいたしまして答弁とさせていただきた
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いと思います。 

○議長（埴渕賢治） 

 ここで武藤議員に申し上げますが、ただ今、田町長そして大井教育長答弁をいただき

ましたので指名をもって求めていただきたいと思います。再質問あれば指名をもって。は

い。２番、武藤敦則議員。 

○２番（武藤敦則） 

 それでは教育長にお伺いいたしますけれども、５期の選定にあたり６期目は難しいとい

うことで言われたということでございますけれども、この研究開発学校の成果につきまし

てはね英語の学力の向上から、児童と生徒間の交流による思いやりの心の情勢だとか教職

員の指導力の向上だとか成果が表れているわけでございますけれども、この英語と小中高

一貫教育について撤退をするということでしょうか。それともですね、新しい視点でまた

この研究開発について応募していくということなんでしょうか。その辺をお伺いしたいと

思います。 

○議長（埴渕賢治） 

 大井教育長。 

○学校教育長（大井和行） 

 答弁させていただきたいと思いますけれども、今、武藤議員の方からもお話がありまし

たとおりこの研究開発、５期１５年の成果というものは今もお話をされましたけれども、

若干私の方からも成果につきましてちょっとお話をさせていただきたいと思います。今回

の１５年にわたっての成果の一つとして小中高一貫教育を進めたというようなことでです

ね、もう制度がですね、新しい制度になっておりますけれども、義務教育学校という形で

ですね、私たちが取り組んだ中のですねこの１２年にわたる取り組みが、この文科省の義

務教育学校というような形の新しい制度がですね、昨年からなられたというようなことと、

それから特に英語を特化した教育を進めてまいりました。その成果、２０２０年、あと３

年後ですけれども文科省ではですね前倒ししましてですね、３年、４年につきまして、今

５年、６年が外国語活動という形になっておりますけれども、新学習指導要領ではですね

２０２０年に３年、４年、前倒しいたしまして外国語活動、そして５年、６年が英語とい

う科目になるということで、この前倒しをされました３年、４年がですね、私たちの研究

をした英語のですねその成果を文科省も認めていただいてですね、３年、４年にですね、

特別の外国語活動という形で新たな教科でありませんけれども授業に組み入れたというよ
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うなことです。この二つにとってもですね、大変大きな１５年の本町の取り組みの成果が

僕はあったのではないかというふうに思っております。それで武藤議員の方からお話があ

りましたとおりやはり１５年、一貫教育につきましては一旦、今、先ほどもお話させてい

ただきました英語、それから今、進めております新地球学、環境学でございますけれども

これにつきましてはですね、一旦１５年の区切りとして、私どもとしては終了させていた

だきたいというようなことで考えております。ただそれで終わったからということではあ

りませんので、先ほどもお話をさせていただきましたとおり、今、一貫教育推進会議の中、

特に校長会なんですけれどもその中でですね、この５期１５年の取り組みの特に英語、そ

れから新地球学、それからホワイトコンサート、これ音楽の部分なんですけれども、今ま

でとり進めた良いところと申しましょうか、素晴らしいところはですね、３０年以降も町

の、町長にお願いしないとならない財政的なこともありますけれども、特色ある部分につ

いては取り入れてですね、３０年以降も町独自としてですねやっていきたいという考えを

持っておりますし、さらにですね、町独自でとり進める上の中で文科省で例えば先ほど時

数の問題等、どうその新しい教育をしていく中での時数をどう確保していくのかというこ

ともあるんですが、それらにつきましてもですね、今、文部科学省でなかなか財政的な補

助金的なものはないんですが、そういう部分でですね、時数の確保も先進的な取り組みに

つきましてもですね文科省の指定を受けれるというような事業もありますもんですからそ

ういうものもですね、今後研究をしていきたいというふうに考えておりますので議員のご

理解をいただければというふうに思います。 

○議長（埴渕賢治） 

 再質問ありますか。２番、武藤敦則議員。 

○２番（武藤敦則） 

 あの特定というんですか。特別な特例もあるということでございますので、ぜひ生かし

ていただきまして、今までの研究開発学校指定のですね成果を継続していただきたいと思

いますが、この研究開発学校指定がやめるとなりますと教諭の加配の問題があるかと思い

ます。今までこの力は大きかったと思いますがこの加配の取り組みについてはどういうふ

うに考えておられますか。 

○議長（埴渕賢治） 

 答弁、大井教育長。 

○学校教育長（大井和行） 
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 お答えをさせていただきたいと思います。加配の関係でございます。指定の当初につき

ましては鹿追高校も入れまして全８校におきましてですね、１名の先生が加配という形で

ですね配置をされておりました。現在はですねだんだん文科省も他の研究開発の指定もあ

るということなのか予算的な面なのか分かりませんけれども、現在鹿追小学校に１名、そ

れから複式校、通明を拠点とさせていただいていただいておりますけれども１名、鹿中に

１名、そして鹿追高校に１名ということで４名の先生が加配という形で配置をさせていた

だきますけれども、２９年度をもって終了ということで、２９年度につきましてはこの４

名の先生については減数はないということで、３０年以降につきましてはですね、この４

名の先生につきましては配置されないというようなことでありますので、来年３０年につ

きましてはですね加配がありませんけれども、現状の先生でですね何とか学力を落さない、

質を落さない形でですね、授業をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（埴渕賢治） 

 武藤敦則議員。 

○２番（武藤敦則） 

 町長にちょっとお伺いしますけれども、この加配の関係につきましては町でもですね取

り組むような考えはありますか。 

○議長（埴渕賢治） 

答弁、田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 今、教育長お話したとおりでありますけれども、今後ね、どういう形でやることが今の

研究指定を受けていた状況をつくるころができるのか、人員の確保含めてね、いろいろと

考えていきたいというふうに思っております。いずれにしても、どっとこう後退をするよ

うなね仕事にだけはしないようにしなきゃいけない。そしてこの１５年間やった結果でね、

国の方の法律改正も若干それにも本町がですね影響するような部分も出て、新しい指導要

領の中でもそういうふうに出ているということになりますけれども、この指定校というの

はね私は指定を受けたから云々ではなくて、こうあることがですね日常の私はことになっ

ていかなければならないというふうに思っていますから、そういう意味で財源の確保だと

か、もう一つは先ほど教育長言っていたようにですね、やりたくても時数がね確保できな

ければ、この部分の認定を新たに受けなければですね、できないんですね。ですからそこ

ら辺のことも教育委員会として努力をしていただいて、それに対する必要な措置は町とし
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ても一生懸命がんばっていきたいと思っております。以上であります。 

○議長（埴渕賢治） 

 武藤敦則議員。 

○２番（武藤敦則） 

 最後にしますけれども、今後もですね鹿追の教育レベルを下げないように維持していた

だいて、教育の発展に努めていただきたいと思います。ありがとうございました。終わり

ます。 

○議長（埴渕賢治） 

これで武藤敦則議員の質問を終わります。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会します。 

散会 １３時４９分 
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平成２９年第１回鹿追町議会定例会会議録 
 

１ 議事日程第 ３号 

日時 平成２９年 ３月 ２３日（木曜日） 午前１０時３０分 開 議 

  場所 鹿追町議会議場 

    日程 １ 議案第 １７号 平成２９年度鹿追町一般会計予算について 

    日程 ２ 議案第 １８号 平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算につ

いて 

    日程 ３ 議案第 １９号 平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算

について 

    日程 ４ 議案第 ２０号 平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計予算について 

    日程 ５ 議案第 ２１号 平成２９年度鹿追町下水道特別会計予算について 

日程 ６ 議案第 ２２号 平成２９年度鹿追町介護保険特別会計予算について 

日程 ７ 議案第 ２３号 平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて 

            〔平成２９年度鹿追町各会計予算審査特別委員会報告〕 

日程 ８ 議案第 ２７号 平成２８年度鹿追町一般会計補正予算（第１３号）

について 

    日程 ９ 議案第 ２８号 平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算(第

７号)について 

    日程１０         閉会中の継続審査申し出について 

 

２ 本日の会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１１名） 

１番 山口 優子議員   ２番 武藤 敦則議員   ３番 畑  久雄議員 

４番 台蔵 征一議員   ５番 加納  茂議員   ６番 上嶋 和志議員 

７番 川染  洋議員   ８番 狩野 正雄議員   ９番 吉田  稔議員 

１０番  安藤 幹夫議員    １１番 埴渕 賢治議員 
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４ 欠席議員（なし） 

 

５ 本会議に説明のため出席したもの 

町      長      田 弘 志 

 教育委員会教育長     大 井 和 行 

代 表 監 査 委 員     野 村 英 雄 

  

６ 町長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  副 町 長             松 本 新 吾 

  総 務 課 長             喜 井 知 己 

  企 画 財 政 課 長     渡 辺 利 信 

  町 民 課 長     島    か お る 

農 業 振 興 課 長     菅 原 義 正 

建 設 水 道 課 長     津 田 祐 治 

  商 工 観 光 課 長     西 科 伸 之 

  兼ジオパーク推進室長 

  福 祉 課 長     佐々木 康 人 

  瓜 幕 支 所 長     檜 山 敏 行 

  病 院 事 務 長     菊 池 光 浩 

    子育てスマイル課長     浅 野 富 夫 

  消 防 署 長     内 海 卓 実 

  会 計 管 理 者             松 井 裕 二 

 総務課総務係長     武 者 正 人 

   企画財政課財政係長     佐 藤 裕 之 

 

７ 教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席したもの 

  学 校 教 育 課 長     大 前 健 也 

  社 会 教 育 課 長     浅 野 悦 伸 

     

８ 農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席したもの 
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  事 務 局 長     櫻 庭   力 

 

９ 議会事務局職員出席者 

  事 務 局 長     黒 井 敦 志 

  書      記     坂 井 克 巳 
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平成２９年 ３月 ２３日（木曜日）午前１０時３０分 開議 

○議長（埴渕賢治） 

 これから本日の会議を開きます。ここでご報告をいたします。櫻井公彦農業委員会会長

が公務のため欠席する旨の届出がありました。以上で報告を終わります。本日の議事日程

はお手元に配布のとおりであります。 

     日程１ 議案第１７号 平成２９年度鹿追町一般会計予算について 

日程２ 議案第１８号 平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算につ 

 いて  

日程３ 議案第１９号 平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算に 

ついて 

     日程４ 議案第２０号 平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計予算について 

     日程５ 議案第２１号 平成２９年度鹿追町下水道特別会計予算について 

     日程６ 議案第２２号 平成２９年度鹿追町介護保険特別会計予算について 

     日程７ 議案第２３号 平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算につ 

いて 

○議長（埴渕賢治） 

 日程１、議案第１７号、平成２９年度鹿追町一般会計予算について、日程２、議案第１

８号、平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算について、日程３、議案第１９号、

平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について、日程４、議案第２０号、平

成２９年度鹿追町簡易水道特別会計予算について、日程５、議案第２１号、平成２９年度

鹿追町下水道特別会計予算について、日程６、議案第２２号、平成２９年度鹿追町介護保

険特別会計予算について、日程７、議案第２３号、平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特

別会計予算について、以上７件、関連がありますので一括議題といたします。以上の件に

ついては、３月７日の本会議において、平成２９年度鹿追町各会計予算審査特別委員会に

付託されたものであります。その後審査を終了し、議長に対し３月２１日付けをもって審

査終了の報告がありました。委員長の報告を求めます。平成２９年度鹿追町各会計予算審

査特別委員会武藤敦則委員長。 

○２番（武藤敦則） 

 平成２９年度鹿追町各会計予算審査特別委員会審査報告。本委員会に付託された事件は、

審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。議
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案第１７号、平成２９年度鹿追町一般会計予算について、原案可決。議案第１８号、平成

２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算について原案可決。議案第１９号、平成２９年

度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について、原案可決。議案第２０号、平成２９年

度鹿追町簡易水道特別会計予算について、原案可決。議案第２１号、平成２９年度鹿追町

下水道特別会計予算について、原案可決。議案第２２号、平成２９年度鹿追町介護保険特

別会計予算について、原案可決。議案第２３号、平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別

会計予算について、原案可決。以上です。 

○議長（埴渕賢治） 

 お諮りします。ただ今報告のありました平成２９年度鹿追町各会計予算については、議

長を除く１０人で構成する平成２９年度鹿追町各会計予算審査特別委員会において、慎重

に審議されたもので委員長に対する質疑は省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治）  

 異議なしと認め、質疑を省略します。 

議案第１７号、平成２９年度鹿追町一般会計予算についてお諮りします。本案は討論を

省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。討論を省略し直ちに採決することに決定しました。 

 お諮りします。本案は委員長報告のとおり原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案は委員長報告のとおり原案可決いたしました。 

 議案第１８号、平成２９年度鹿追町国民健康保険特別会計予算についてお諮りします。

本案は討論を省略して、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。討論を省略し直ちに採決することに決定しました。 

 お諮りします。本案は委員長報告のとおり原案可決することにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案は委員長報告のとおり原案可決しました。 

議案第１９号、平成２９年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算についてお諮りしま

す。本案は討論を省略して、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。討論を省略し直ちに採決することに決定しました。 

 お諮りします。本案は委員長報告のとおり原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案は委員長報告のとおり原案可決しました。 

議案第２０号、平成２９年度鹿追町簡易水道特別会計予算についてお諮りします。本案

は討論を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。討論を省略し直ちに採決することに決定しました。 

お諮りします。本案は委員長報告のとおり原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案は委員長報告のとおり原案可決しました。 

 議案第２１号、平成２９年度鹿追町下水道特別会計予算についてお諮りします。本案は

討論を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 

お諮りします。本案は委員長報告のとおり原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案は委員長報告のとおり原案可決しました。 
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 議案第２２号、平成２９年度鹿追町介護保険特別会計予算についてお諮りします。本案

は討論を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。討論を省略し直ちに採決することに決定しました。 

 お諮りします。本案は委員長報告のとおり原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案は委員長報告のとおり原案可決しました。 

 議案第２３号、平成２９年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算についてお諮りします。

本案は討論を省略して、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。討論を省略し直ちに採決することに決定しました。 

 お諮りします。本案は委員長報告のとおり原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本案は委員長報告のとおり原案可決しました。 

     日程８ 議案第２７号 平成２８年度鹿追町一般会計補正予算（第１３号）に

ついて 

○議長（埴渕賢治） 

 日程８、議案第２７号、平成２８年度鹿追町一般会計補正予算第１３号についてを議題

とします。本案について提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

 議案第２７号は、平成２８年度一般会計補正予算第１３号となるものです。平成２８年

度一般会計補正予算第１３号は次に定めるところによるといたしまして、第１条は歳入歳

出予算の補正であり、歳入歳出にそれぞれ１，７６２万円を追加しまして、総額を９３億

１，２８９万１千円とするものであります。補正予算の内容につきまして歳出９ページよ

りご説明いたします。総務費、総務管理費、財産管理費の委託料で上幌内地区宅地分譲に

係る測量委託料１５０万２千円の追加、企画振興費の負担金で台東区相互文化交流事業で
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２５０万円の減額、民生費、社会福祉費、心身障がい者特別対策費の扶助費で地域生活支

援事業給付金外合計で９０７万８千円の追加、農林費、農業費、農業用水事業の繰出金で

簡易水道会計へ５４万円の追加、土木費、道路橋りょう費、道路維持費で除雪経費といた

しまして委託料で８００万円の追加、諸支出金、基金費、基金費の積立金で町づくり基金

に１００万円の追加であります。続きまして歳入８ページとなります。款項目、地方交付

税の地方交付税で１，０６２万８千円の追加、国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担

金の社会福祉費負担金で障害者医療負担金外合計で３５６万７千円の追加、道支出金、道

負担金、民生費道負担金の社会福祉費負担金で障害者医療負担金外合計で２１６万２千円

の追加、道補助金、民生費道補助金の社会福祉費補助金で２６万３千円の追加、款項、寄

附金、総務費寄附金の総務管理費寄附金で、町内新町３丁目にお住まいの森住松夫様より、

まちづくりのために１００万円の追加であります。次に第２表の繰越明許費につきまして

５ページで説明いたします。総務費、総務管理費の個人番号カード交付事業で４２万８千

円、上幌内地区分譲事業で１５０万２千円のそれぞれ繰越、同じく定住促進住宅建設奨励

事業は年度内の完成が困難と認められる３戸分といたしまして１５０万円の繰越、地方創

生拠点整備交付金事業は国の補正予算を受けましてバイオガス熱利用及び山村留学、英語

教育による移住対策で２億４，０００万円の繰越、農林費、農業費で畜産・酪農収益力強

化整備等特別対策事業で１億６，３７７万８千円の繰越、同じく道営土地改良事業で鹿追

美蔓地区担い手畑総事業外５件の合計で８，００９万８千円の繰越、災害復旧費、その他

公共施設・公用施設災害復旧費で補助、単独合わせまして合計１，０２２万５千円の繰越

となるものであります。繰越明許費の総額は４億９，７５３万１千円で財源内訳が国、道

支出金が３億１，１２７万４千円、地方債が１億２，５００万円、その他財源が１，９６

１万２千円、一般財源が４，１６４万５千円となるものであります。以上、一般会計補正

予算第１３号についてご説明申し上げました。ご審議の上、議決を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

 これから質疑を行います。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第２７号を採決します。

この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします、本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

     日程９ 議案第２８号 平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算(第７

号)について 

○議長（埴渕賢治） 

 日程９、議案第２８号、平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算第７号につい 

てを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。松本新吾副町長。 

○副町長（松本新吾） 

議案第２８号は平成２８年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算第７号となるものです。 

平成２８年度簡易水道特別会計補正予算第７号は次に定めるところによるといたしまして、

第１条は歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出にそれぞれ５４万円を追加しまして、総額

を２億５，４１１万円とするものであります。補正予算の内容につきまして歳出１７ペー

ジよりご説明いたします。事業費、水道施設費、施設管理費の需用費、修繕料で消火栓修

理で５４万円の追加となります。続きまして歳入前ページとなります。繰入金、他会計繰

入金、一般会計繰入金の一般会計繰入金で５４万円の追加であります。以上、簡易水道特

別会計補正予算第７号についてご説明申し上げました。ご審議の上議決を賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（埴渕賢治） 

 これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第２８号を採決します。
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この採決は挙手によって行います。 

 お諮りします、本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

挙手１０名 

○議長（埴渕賢治） 

 挙手多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

日程１０      閉会中の継続審査申し出について 

 日程１０、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。総務文教常任委員長、産

業厚生常任委員長、広報広聴常任委員長、議会運営委員長、基地対策特別委員長から会議

規則第７５条の規定によってお手元に配布の申し出書のとおり閉会中の継続調査申し出が

あります。 

 お諮りします。ただ今の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

お諮りします、本定例会の会議に附された事件は全て終了しました。会議規則第７条の

規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（埴渕賢治） 

 異議なしと認めます。本定例会は本日で閉会することに決定をいたしました。 

ここで、松本副町長から発言を求められておりますのでこれを許します。松本副町長。 

○副町長（松本新吾） 

定例議会最終日の貴重なお時間をお借りしまして、この３月末を持ちまして定年退職す

る課長職員をご紹介をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ま

ずはじめに渡辺利信企画財政課長であります。 

○企画財政課長（渡辺利信） 

 貴重な時間をいただきありがとうございます。また神聖なるこの議場という場でこうし

て退職のあいさつをさせていただくことを大変光栄に思っております。さて私は昭和５４

年４月に町立病院に臨時職員として採用されました。その後正職員として３８年間、町の
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行政に携わってまいりました。また平成２１年からは課長職を拝命いたし説明員として議

会及び各委員会に出席をさせていただきました。この間説明員として十分な説明ができな

かったりとかちぐはぐな答弁を行なってきたというふうに感じてございます。これも議員

各位のですね寛大なご理解を賜り、こうして無事退職できますことを深く感謝申し上げま

す。ありがとうございます。退職後につきましては役場に残り引き続き仕事をさせていた

だくことになりましたので、引き続きよろしくお願い申し上げます。最後になりますけれ

ども議員各位におかれましては、健康に留意されますますご活躍されることを心からお祈

り申し上げて退職のあいさつといたします。本当に長い間お世話になりました。ありがと

うございました。 

○副町長（松本新吾） 

 西科伸之商工観光課長です。 

○商工観光課長（西科伸之） 

 貴重なお時間をいただき退職にあたりまして一言ごあいさつ申し上げます。昭和５５年

４月臨時職員として、今は社会福祉法人となりました特別養護老人ホームしゃくなげ荘を

皮切りに今日まで３７年間、町職員として多くの部署で業務を勤めさせていただきました。

この間、埴渕議長様をはじめ議員の皆さま、そして田町長をはじめ多くの諸先輩、同僚

にご指導、ご支援をいただき今日まで勤め上げることができました。心より感謝申し上げ

ます。鹿追町は他に類のない活気に満ちあふれた町です。今後は田町長が掲げる農業、

教育、観光を柱としたまちづくりに町民一丸となり、ますます発展することを心より願っ

ております。今後は私も一町民として、微力でありますが鹿追町のために応援していきた

いと思います。簡単ではございますが、退職にあたりましてお礼のごあいさつとさせてい

ただきます。大変お世話になりました。 

○副町長（松本新吾） 

 大前健也学校教育課長です。 

○学校教育課長（大前健也） 

 今月末をもちまして定年退職をいたしますので、議会の皆さまに一言お礼を申し上げま

す。議会の説明員として平成１９年７月から議会に出席させていただきました。以来議員

各位よりまちづくりに関わるご提案、ご質問をいただき、その対応をしてまいりましたが

はたしてご希望のとおりのですね対応ができたかは疑問が残ってはおりますが、議員各位

の温かいご支援のもと、本日を迎えることができました。本当にありがとうございます。
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鹿追町のまちづくりは他に先駆け実施していると確信いたしております。議会と行政が両

輪のまちづくりを進めていること、議会ではまちなか会議を開催し、議会自ら住民福祉の

向上に図る取り組みを実施されております。今後におかれましても議員各位、健康に留意

されまちづくりに関しご活躍いただくことをご祈念申しお礼のあいさつとさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○副町長（松本新吾） 

 浅野富夫子育てスマイル課長です。 

○子育てスマイル課長（浅野富夫） 

 貴重な時間をいただきこうして議員の皆さまの前で退職のあいさつをさせていただきま

すことを誠にありがとうございます。私は昭和５６年４月、臨時職員そして正職員として

通算３６年、町行政に携わらせていただき、また平成２５年７月からは説明員として議会

あるいは各委員会に出席させていただきました。この間説明員として十分な説明ができな

かったこと、多々あったと思いますが議員皆さまのご理解を賜り、こうして今退職できま

すことを深く感謝を申し上げるところでございます。退職後は美意延年を忘れずにまいり

たいと考えているところでありますが、一方、何か町のためにお手伝いができればと今思

っているところでございます。最後になりますが議員各位におかれましては健康に留意さ

れ、ますますご活躍されることをお祈り申し上げ、退職にあたりましてのあいさつとさせ

ていただきます。長い間お世話になりありがとうございました。 

○副町長（松本新吾） 

 以上、４名であります。大変ありがとうございました。 

○議長（埴渕賢治） 

続いて、ここで町長から発言を求められておりますのでこれを許します。田弘志町長。 

○町長（田弘志） 

 ２９年第１回の定例議会終了にあたりまして一言お礼を申し上げさせていただきます。

この定例議会、３月７日から本日まで１７日間の日程で行われたわけであります。この間、

２９年度の予算関係につきまして、今日全て可決をいただきました。心から感謝を申し上

げる次第であります。またこの間にいただきました一般質問、そして予算委員会をとおし

ての貴重なご意見等々については、私ども職員、しっかりと受け止めて、これらの執行に

あたっていきたいというふうに思っているところでございます。２９年度の予算について

は今私どもが標榜しているまちづくり、三本の柱、農業、観光、教育、これに枝葉を付け



－107－ 

ての予算でございます。これについては議員の皆さま方、ご意見をいただきながらの執行

になるわけでありますけれども、この中には新しい事業としての重たい懸案事項も含まれ

ております。全てが重いわけでありますけれども、こども園の問題あるいはバイオガスの

余熱の活用、そしてサプライチェーン事業としての水素の問題、この中については５年間

の期間をもって国に実証試験が終わるわけでありますけれども、この後の取り組みを地方

自治体としてどういうふうにしていくのか極めて大きな課題ということになろうかという

ふうに思っています。また、看護学科の問題についてもご案内のように北海道のさらなる

ご理解をいただいて、何とかですね実現の方向に持っていきたい。このためには議会の皆

さま方の立場でのご支援、極めて重要でありますし、６，０００町民この熱意をですね、

失うことなく持続をさせて、その思いを北海道あるいは道教委に届けるということがこれ

から残っているわけであります。また駐屯地の問題についても人口減少の中でいかにです

ね増員を図り、さらには自衛隊としての任務をしっかり進めていくために私どもも自衛隊

と共に歩むというこうした思いをですね、防衛省等々にも届けることによってこれらの問

題のさらなる解決にもつながっていくというふうに考えているわけであります。やはりこ

うした問題、真正面から取り組んでいくわけでありますけれども、何といっても議会の皆

さま方のご協力なくして実現することはできません。心からのお願いをする次第でありま

す。また今日、退職をする職員４名のあいさつがあったわけでありますけれども、私にし

ますと大きな仕事を執行する上での柱、核になってくれた職員が退職をするということで、

中にはすでにその方向性については決定をしている方もいらっしゃいますけれども、いず

れにしてもこの町に残ってこれまでの経験を生かして、大所高所での関わりを持ちながら

まちづくりに対して協力をいただけるというお話をいただいております。人事異動につい

ても新聞での内定報道がされておりますけれども、どうかこの執行体制で新しい年に向か

っての高い意識と情熱をもっての鹿追町の役場でありたいというふうに考えておりますの

で、よろしくご指導をいただきますことを心からお願いをして閉会にあたってのごあいさ

つに代えさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（埴渕賢治） 

 これで会議を閉じます。 

平成２９年第１回鹿追町議会定例会を閉会します。 

閉会 １１時 ４分 

 


